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財務省 0730010

「外国大学
の日本分校
の認定とそ
れに伴う学
費等に課税
される消費
税免除の特
例」

消費税法
第六条別
表第一第
十一号、
消費税法
施行令第
十四条の
五

c

構造改革特区推進のための基本方針におい
て「従来型の財政措置を講じない」とされ
ているところであり、当該要望は税制上の
措置にあたるため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

外国大学の日本校に
ついては、文部科学
省において新たな制
度的措置を講ずる予
定としていることか
ら、この点を踏まえ
貴省におかれまして
も提案者の要望が実
現できないか再度検
討し、回答された
い。併せて右の提案
主体の意見も踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

財務省から「税制上の措置」にあたるため、検討要請事項の対象
となり得ない。」との回答があったが、提案は文部科学省が外国
の大学の日本校を大学に制度上認めた場合の措置を提案する
ものである。外国大学日本校が「日本の大学に準ずる」と文部科
学省から制度上認められるものであれば、新たな税制上の措置
としてではなく、新規に設置される大学と同等に取り扱うことは可
能ではないか。現在の学校法人および大学設置の基準は、アメ
リカ本校と同一のシステムで運営する本学が、米国大学の特徴
を生かしたまま運営するには現状に即していないため、本学の運
営母体は有限会社となっているが、本来営利目的の機関ではな
く州立総合大学である米国本校同様、教育の提供を目的として
いる。特に学費に課される消費税に関しては、文部科学省が大
学に準ずると認めた場合、その教育の質が公的に保証されるも
のであり、外国大学日本校が提供する教育サービスも公益の役
務として消費税免除の対象となると考える。他の教育機関とのイ
コールフッティングの観点からも、検討要請事項の対象としてい
ただくようお願いしたい。

C

○　本要望は、現在、消費税が非課税とされている教
育以外の教育を非課税にするものであり、新たな税制
上の措置（財政措置）を講ずる必要があるものである
ことから、検討要請事項の対象とはなり得ない。
○　消費税は、財貨・サービスの消費一般に広く公平
に負担を求める税であり、原則として、国内における
全ての財貨・サービスの販売・提供を課税対象として
いるが、教育等については、一定の社会政策的配慮か
ら非課税としている。しかし、消費一般に広く公平に
負担を求める消費税の性格からは、こうした特例措置
の範囲は、できる限り限定することが要請される。
○　「教育」と言ってもその範囲は広範に及ぶため、
消費税を非課税とする教育の範囲については、国民生
活に最も密着した基礎的な教育といった視点から限定
する必要があり、その対象範囲は、教育行政において
法令上の明確な位置付けがなされている学校教育法第
１条に規定する学校（以下「一条学校」という。）を
対象としているところ。
○　現時点では、文部科学省においてどのような措置
を講じるのか不明であるが、要望されている大学（分
校）が一条学校と異なる大学である以上、現行制度の
下では非課税の対象となる余地はない。したがって、
本要望は、新たな税制上の措置（財政措置）を講ずる
ものであり、検討要請事項の対象とはなり得ない。

貴省の回答では、｢非
課税とする教育の範
囲は、学校教育法第1
条に規定する学校を
対象とするところ」
とあるが、消費税が
財貨・サービスの販
売・提供を課税対象
とするならば、一条
学校である大学院へ
の入学資格を付与で
きる教育内容であれ
ば、一条学校で提供
する教育内容と変わ
るところはなく、
サービスの内容でど
んな点が一条学校と
異なるのか、この点
を踏まえ再度検討
し、回答されたい。

Ｃ

　一条学校については、教育行政上、公の規
制の対象としてわが国の教育制度に則った最
低限の管理運営がなされている教育施設とし
て位置付けられているものと承知している。
　消費税を非課税とする教育の範囲について
は何らかの基準で限定する必要があるが、学
校教育行政における観点とは無関係に消費税
独自の立場で限定することは困難であること
や、適正な執行を図る観点からも非課税とな
る取引とそれ以外の取引とを客観的に区分で
きるということが要請されることから、教育
行政において、学校教育を行う教育施設とし
て法的な位置付けが明確となっている学校教
育法の一条学校を引用することによって限定
しているところ。
　いずれにしても、先般お答えした通り、要
望されている大学（分校）が一条学校に該当
しない以上、現行制度の下では非課税の対象
とはなり得ず、本要望は、新たな税制上の措
置を講ずる必要があるものであり、検討要請
事項の対象とはなり得ない。

1366 13661030
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

学校教育法第一条に規定する学校を設置する
者が当該学校における教育として行う役務の
提供は非課税措置と定められているが、外国
大学日本校は学校教育法第一条の学校と認め
られていないため、この対象でなく、学生が
支払う学費等には消費税が課せらている。非
課税措置を求めて日本の大学になるために
は、大学設置基準および学校法人設立の条件
を満たしていなければならない。しかし外国
大学の日本校が、日本の大学として諸基準を
適用し認可されることは、外国大学がその特
徴をそのまま生かし運営していくことを困難
にし、実情に則してない。そこで、外国大学
の日本校がその国の正式な認定機関から認定
を受けている場合、または認定を受けかつ教
育内容の質を証明する新たな基準を満たす場
合、その大学を教育制度上｢外国の大学」と
し、その｢外国の大学」が学校教育法一章の第
一条にある大学に準ずるものであるという公
的な認定を文部科学省が行う。これをうけて
財務省は、第一条校に準ずるこの｢外国の大
学」の学費等に対して非課税措置を特例とし
て行う。

財務省 0730020

「外国大学
の日本分校
の認定とそ
れに伴う法
人税、不動
産取得税、
都市計画
税、住民
税、事業所
税等の特
例」

法人税法
第四条

c

構造改革特区推進のための基本方針におい
て「従来型の財政措置を講じない」とされ
ているところであり、当該要望は税制上の
措置にあたるため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

外国大学の日本校に
ついては、文部科学
省において新たな制
度的措置を講ずる予
定としていることか
ら、この点を踏まえ
貴省におかれまして
も提案者の要望が実
現できないか再度検
討し、回答された
い。併せて右の提案
主体の意見も踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

財務省から「税制上の措置」にあたるため、検討要請事項の対象
となり得ない。」との回答があったが、提案は文部科学省が外国
の大学の日本校を大学に制度上認めた場合の措置を提案する
ものである。外国大学日本校が「日本の大学に準ずる」と文部科
学省から制度上認められるものであれば、新たな税制上の措置
としてではなく、新規に設置される大学と同等に取り扱うことは可
能ではないか。現在の学校法人および大学設置の基準は、アメ
リカ本校と同一のシステムで運営する本学が、米国大学の特徴
を生かしたまま運営するには現状に即していないため、本学の運
営母体は有限会社となっているが、本来営利目的の機関ではな
く州立総合大学である米国本校同様、教育の提供を目的とする
ものであり、他の教育機関とのイコールフッティングの観点から
も、検討要請事項の対象としていただくようお願いしたい。

C

有限会社形態の当該日本分校を学校教育法上
の学校（学校法人等による設置）と税制上同
列に取り扱うことは、新たな財政措置を講じ
ることに他ならず、検討要請事項の対象外。
本要望については、まずは文部科学省におい
て、当該日本分校を学校教育法上どのように
位置づけるかを検討し、結論を得ることが先
決。なお、学校法人については、剰余金や残
余財産が国等以外の出資者に分配されないな
ど、一定の公益性が制度上担保されているこ
とから公益法人等に区分し、有限会社とは課
税の取扱いや適用税率に差が設けられてい
る。こうした中で当該日本分校の運営主体で
ある有限会社を公益法人等（学校法人）と課
税上同列の取扱いとすることは、現行の法人
税体系からは採り得ない。

文部科学省の回答で
は、「平成１６年度
中に外国大学の日本
校を卒業したものを
我が国の大学を卒業
した者と同等以上の
学力を有することと
して認め、大学院入
学資格を付与するな
ど我が国の教育制度
と接続するための措
置を講じる予定」と
あり、これを前提に
提案の実現に向けて
検討できないか、こ
の点を踏まえ再度検
討し回答されたい。

Ｃ

当該日本分校について一定の取扱いをするとの文部科
学省の回答であるが、これによるとしても、当該日本
分校の学校教育法や私立学校法等法令上の位置づけが
必ずしも明確ではないため、税制上の取扱いについて
検討することは困難。
なお、学校法人については、剰余金や残余財産が国等
以外の出資者に分配されないなど、一定の公益性が制
度上担保されていることから公益法人等に区分し、営
利法人である有限会社とは課税の取扱いや適用税率に
差が設けられている。先般お答えした通り、こうした
中で当該日本分校の運営主体である有限会社を公益法
人等（学校法人）と課税上同列の取扱いとすること
は、現行の法人税体系からは採り得ない。
いずれにせよ、有限会社形態の当該日本分校を学校教
育法上の学校（学校法人等による設置）と税制上同列
に取り扱うこととする本要望は、新たな財政措置を講
じることに該当し、検討要請事項の対象になり得な
い。

1366 13661040
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

外国大学日本校は学校法人が運営する学校で
ないため、法人税、不動産取得税、固定資産
税、都市計画税、住民税、事業所税などの優
遇措置が適用されてない。優遇措置を受ける
ためには、日本の学校として学校法人設立の
条件を満たして認可を受け、さらに大学設置
基準に従い設置認可を受けなければならな
い。しかし外国大学の日本校が、日本の大学
として諸基準を適用し認可されることは、外
国大学がその特徴をそのまま生かし運営して
いくことを困難にし、実情に則してない。そ
こで、外国大学の日本校がその国の正式な認
定機関から認定を受けている場合、または認
定を受けかつ教育内容の質を証明する新たな
基準を満たす場合、その大学を教育制度上｢外
国の大学」とし、その｢外国の大学」が学校教
育法一章の第一条にある大学に準ずるものと
いう公的な認定を文部科学省が行う。それを
うけて、財務省は、学校教育法第一条の学校
に対してとられる法人税、不動産取得税、固
定資産税、都市計画税、住民税、事業所税な
どに係わる優遇措置を、大学に準ずる「外国
の大学」に対しても特例として行う。

財務省 0730030

「外国大学
の日本分校
の認定とそ
れに伴う指
定寄付金制
度の特例」

所得税法
第七十八
条､法人
税法三十
七条

c

構造改革特区推進のための基本方針におい
て「従来型の財政措置を講じない」とされ
ているところであり、当該要望は税制上の
措置にあたるため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

外国大学の日本校に
ついては、文部科学
省において新たな制
度的措置を講ずる予
定としていることか
ら、この点を踏まえ
貴省におかれまして
も提案者の要望が実
現できないか再度検
討し、回答された
い。併せて右の提案
主体の意見も踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

財務省から「税制上の措置」にあたるため、検討要請事項の対象
となり得ない。」との回答があったが、提案は文部科学省が外国
の大学の日本校を大学に制度上認めた場合の措置を提案する
ものである。外国大学日本校が「日本の大学に準ずる」と文部科
学省から制度上認められるものであれば、新たな税制上の措置
としてではなく、新規に設置される大学と同等に取り扱うことは可
能ではないか。現在の学校法人および大学設置の基準は、アメ
リカ本校と同一のシステムで運営する本学が、米国大学の特徴
を生かしたまま運営するには現状に即していないため、本学の運
営母体は有限会社となっているが、本来営利目的の機関ではな
く州立総合大学である米国本校同様、教育の提供を目的とする
ものであり、他の教育機関とのイコールフッティングの観点から
も、検討要請事項の対象としていただくようお願いしたい。高等教
育の国際化および学習者にとって多様な選択を提供し、地域の
発展に貢献するため、新キャンパスビルの建築を予定している
が、指定寄付金制度の適用なしに資金を調達することは極めて
困難である。

C

有限会社形態の当該日本分校を学校教育法上の
学校（学校法人等による設置）と税制上同列に取り
扱うことは、新たな財政措置を講じることに他なら
ず、検討要請事項の対象外。本要望については、
まずは文部科学省において、当該日本分校を学校
教育法上どのように位置づけるかを検討し、結論を
得ることが先決。なお、学校法人については、剰余
金や残余財産が国等以外の出資者に分配されな
いなど、一定の公益性が制度上担保されていること
から公益法人等に区分し、有限会社とは課税の取
扱いや適用税率に差が設けられている。こうした中
で当該日本分校の運営主体である有限会社を公益
法人等（学校法人）と課税上同列の取扱いとするこ
とは、現行の所得税及び法人税体系からは採り得
ない。

文部科学省の回答で
は、「平成１6年度中
に外国大学の日本校
を卒業したものを我
が国の大学を卒業し
た者と同等以上の学
力を有することとし
て認め、大学院入学
資格を付与するなど
我が国の教育制度と
接続するための措置
を講じる予定」とあ
り、これを前提に提
案の実現に向けて検
討できないか、この
点を踏まえ再度検討
し回答されたい。

Ｃ

当該日本分校について一定の取扱いをするとの文
部科学省の回答であるが、これによるとしても、当
該日本分校の学校教育法や私立学校法等法令上
の位置づけが必ずしも明確ではないため、税制上
の取扱いについて検討することは困難。
なお、学校法人については、剰余金や残余財産が
国等以外の出資者に分配されないなど、一定の公
益性が制度上担保されていることから公益法人等
に区分し、営利法人である有限会社とは課税の取
扱いや適用税率に差が設けられている。先般お答
えした通り、こうした中で当該日本分校の運営主体
である有限会社を公益法人等（学校法人）と課税
上同列の取扱いとすることは、現行の法人税体系
からは採り得ない。
いずれにせよ、有限会社形態の当該日本分校を
学校教育法上の学校（学校法人等による設置）と
税制上同列に取り扱うこととする本要望は、新たな
財政措置を講じることに該当し、検討要請事項の
対象になり得ない。

1366 13661050
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

学校法人等公益法人に対する教育振興
を目的とする寄付金は、指定寄付金と
して所得税控除(寄付金控除）の対象と
なるが、現在外国大学日本校は学校法
人ではないのでその対象となっていな
い。しかし外国大学の日本校が、日本
の大学として諸基準を適用し認可され
ることは、外国大学がその特徴をその
まま生かし運営していくことを困難に
し、実情に則してない。そこで、外国
大学の日本校がその国の正式な認定機
関から認定を受けている場合、または
認定を受けかつ教育内容の質を証明す
る新たな基準を満たす場合、その大学
を教育制度上｢外国の大学」とし、その
｢外国の大学」が学校教育法一章の第一
条にある大学に準ずるものという公的
な認定を文部科学省が行う。これをう
け、財務省は大学に準ずると認められ
た「外国の大学」に対する教育振興を
目的とする寄付金について特例として
寄付金控除を適用する。

財務省 0730040

「外国大学
の日本分校
の認定とそ
れに伴う租
税条約に基
づく教授等
受け入れに
関する免税
の特例」

所得税法
第百六十
二条およ
び各国間
との租税
条約

c

構造改革特区推進のための基本方針におい
て「従来型の財政措置を講じない」とされ
ているところであり、当該要望は税制上の
措置にあたるため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

外国大学の日本校に
ついては、文部科学
省において新たな制
度的措置を講ずる予
定としていることか
ら、この点を踏まえ
貴省におかれまして
も提案者の要望が実
現できないか再度検
討し、回答された
い。併せて右の提案
主体の意見も踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

財務省から「税制上の措置」にあたるため、検討要請事項の対象
となり得ない。」との回答があったが、提案は文部科学省が外国
の大学の日本校を大学に制度上認めた場合の措置を提案する
ものである。外国大学日本校が「日本の大学に準ずる」と文部科
学省から制度上認められるものであれば、新たな税制上の措置
としてではなく、新規に設置される大学と同等に取り扱うことは可
能ではないか。現在の学校法人および大学設置の基準は、アメ
リカ本校と同一のシステムで運営する本学が、米国大学の特徴
を生かしたまま運営するには現状に即していないため、本学の運
営母体は有限会社となっているが、本来営利目的の機関ではな
く州立総合大学である米国本校同様、教育の提供を目的とする
ものであり、他の教育機関とのイコールフッティングの観点から
も、検討要請事項の対象としていただくようお願いしたい。

C

文部科学省が講じる予定の制度的措置は、外
国大学の日本校を学校教育法の学校等と位置
づけるものではないことから、これを学校教
育法の学校等と同様に税制上取り扱うこと
は、新たに税制上の措置を講ずることに他な
らず、検討要請事項の対象外。

文部科学省の回答で
は、「平成１6年度中
に外国大学の日本校
を卒業したものを我
が国の大学を卒業し
た者と同等以上の学
力を有することとし
て認め、大学院入学
資格を付与するなど
我が国の教育制度と
接続するための措置
を講じる予定」とあ
り、これを前提に提
案の実現に向けて検
討できないか、この
点を踏まえ再度検討
し回答されたい。

Ｃ

本免税制度は、学校教育法上の学校において
教育又は研究を行う者を対象としている。し
たがって、学校教育法上の学校と位置付けら
れていない当該日本校には本制度の適用はな
い。先般お答えした通り、当該日本校を学校
教育法上の学校と同列に取り扱うこととする
要望は、新たに財政上の措置を講ずることに
他ならず、検討要請事項の対象外。

1366 13661060
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

外国大学日本校は大学と認められてい
ないため、租税条約に基づく教授等受
け入れに関する二重課税防止のための
所得税免税措置が適用されていない。
免税措置適用を求めて日本の大学にな
るためには、大学設置基準および学校
法人設立の条件を満たしていなければ
ならない。しかし外国大学の日本校
が、日本の大学として諸基準を適用し
認可されることは、外国大学がその特
徴をそのまま生かし運営していくこと
を困難にし、実情に則してない。そこ
で、外国大学の日本校がその国の正式
な認定機関から認定を受けている場
合、または認定を受けかつ教育内容の
質を証明する新たな基準を満たす場
合、その大学を教育制度上｢外国の大
学」とし、その｢外国の大学」が学校教
育法一章の第一条にある大学に準ずる
ものという公的な認定を文部科学省が
行う。これをうけて財務省は、大学に
準ずると認められた「外国の大学」に
おける教授等に対し、租税条約に基づ
く所得税の免税措置を適用する。

財務省 0730050

「外国大学
の日本分校
の認定とそ
れに伴う勤
労学生の所
得税控除に
おける特
例」

所得税法
第82条、
所得税法
2条第１
項第３２
号

c

構造改革特区推進のための基本方針におい
て「従来型の財政措置を講じない」とされ
ているところであり、当該要望は税制上の
措置にあたるため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

外国大学の日本校に
ついては、文部科学
省において新たな制
度的措置を講ずる予
定としていることか
ら、この点を踏まえ
貴省におかれまして
も提案者の要望が実
現できないか再度検
討し、回答された
い。併せて右の提案
主体の意見も踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

財務省から「税制上の措置」にあたるため、検討要請事項の対象
となり得ない。」との回答があったが、提案は文部科学省が外国
の大学の日本校を大学に制度上認めた場合の措置を提案する
ものである。外国大学日本校が「日本の大学に準ずる」と文部科
学省から制度上認められるものであれば、新たな税制上の措置
としてではなく、新規に設置される大学と同等に取り扱うことは可
能ではないか。現在の学校法人および大学設置の基準は、アメ
リカ本校と同一のシステムで運営する本学が、米国大学の特徴
を生かしたまま運営するには現状に即していないため、本学の運
営母体は有限会社となっているが、本来営利目的の機関ではな
く州立総合大学である米国本校同様、教育の提供を目的とする
ものであり、他の教育機関とのイコールフッティングの観点から
も、検討要請事項の対象としていただくようお願いしたい。

C

文部科学省が講じる予定の制度的措置は、外
国大学の日本校を学校教育法の学校等と位置
付けるものではないことから、これを学校教
育法の学校等と同様に税制上取り扱うこと
は、新たに財政上の措置を講じることに他な
らず、検討要請事項の対象外。

文部科学省の回答で
は、「平成１6年度中
に外国大学の日本校
を卒業したものを我
が国の大学を卒業し
た者と同等以上の学
力を有することとし
て認め、大学院入学
資格を付与するなど
我が国の教育制度と
接続するための措置
を講じる予定」とあ
り、これを前提に提
案の実現に向けて検
討できないか、この
点を踏まえ再度検討
し回答されたい。

Ｃ

勤労学生控除は、学校教育法等の法律で規定
する学校等の学生を対象として、その適用を
認めている。したがって、先般お答えした通
り、わが国の教育制度と接続するための措置
が講じられるとしても、当該措置は外国大学
の日本校を学校教育法の学校等と位置付ける
ものではないことから、これを学校教育法の
学校等と同様に税制上取り扱うことは困難。
仮に、そのような税制上の取扱いをすること
は、新たに財政上の措置を講じることに他な
らず、検討要請事項の対象外。

1366 13661100
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

外国大学日本校は大学と認められてい
ないため、勤労学生の所得税控除が適
用されない。日本の大学になるために
は、大学設置基準および学校法人設立
の条件を満たしていなければならな
い。しかし外国大学の日本校が、日本
の大学として諸基準を適用し認可され
ることは、外国大学がその特徴をその
まま生かし運営していくことを困難に
し、実情に則してない。そこで、外国
大学の日本校がその国の正式な認定機
関から認定を受けている場合、または
認定を受けかつ教育内容の質を証明す
る新たな基準を満たす場合、その大学
を教育制度上｢外国の大学」とし、その
｢外国の大学」が学校教育法一章の第一
条にある大学に準ずるものという公的
な認可を文部科学省が行う。これをう
けて財務省は、大学に準ずると認めら
れた「外国の大学」の学生に対し、勤
労学生の所得税控除の適用を行う。

財務省 0730060

地方独立行
政法人への
寄付を税控
除の対象と
する

所得税法
78条、
所得税法
施行令第
217条、
法人税法
37条､法
人税法施
行令77条

c

構造改革特区推進のための基本方針におい
て「従来型の財政措置を講じない」とされ
ているところであり、当該要望は税制上の
措置にあたるため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

文部科学省におい
て、制度の在り方等
について検討を進め
ていくこととしてい
ることから、この点
を踏まえ貴省におい
ても再度検討し、回
答されたい。併せて
右の提案主体の意見
も踏まえ、再度検討
し回答されたい。

貴省の対応策の「特区において学校を運営するものに限って特
例的な税制上の優遇措置を講じるというものであれば検討要請
事項の対象となり得ない。」という点につきましては、地方独立行
政法人が管理・運営する学校を寄付金控除の対象とする事によ
り、地域住民、地域民間企業、個人事業主などの支援の輪が一
層広がり、地域密着型の学校として健全な財政基盤の確立につ
ながること、集まった寄付金の活用が地域経済を刺激し、民間活
力の活性化に寄与すること、既存の私立学校と同等の寄付金控
除の対象とすることで、競争条件の確保が図れることから提案し
ているものです。また､当区の提案は、地方独立行政法人の行う
業務に学校の管理･運営を加えるものであり、他の地方独立行政
法人と何ら性格を異にするものではありません。これらの点か
ら、「単に従来型の税財政措置を求めるもの」ではないことをご理
解いただき、１６年度の地方独立行政法人への寄付に対する税
制措置に倣い、同様の措置を講じるよう、再度ご検討の上、貴省
のお考えをお教えください。

C

本要望は、新たな財政措置を講じることに他
ならず、検討要請事項の対象外。なお、本要
望については、まずは文部科学省における地
方独立行政法人法の中での位置づけなどにつ
いての検討が先決であり、税制上の取扱いに
ついては、このような文部科学省における具
体的な検討結果を踏まえて必要な検討を行う
べきものであり、現段階における回答は困
難。

右の提案主体の意見
について回答された
い。

　再検討要請の趣旨にそって、再度検討願いたい。 Ｃ

本要望については、先般お答えした通り、ま
ずは文部科学省における地方独立行政法人法
の中での位置づけなどについての検討が先決
であり、税制上の取扱いについては、このよ
うな文部科学省における具体的な検討結果を
踏まえて必要な検討を行うべきものであり、
現段階における回答は困難。
いずれにせよ、現行の法人税法上、地方独立
行政法人の全てを一律の取扱いとしているも
のではないため、本要望内容は新たな財政措
置を講じることに該当し、検討要請事項の対
象になり得ない。

1597 15971140
東京都
杉並区

新しいタイ
プの学校
（小中一貫
校）の創設

小中一貫校を管理する地方独立行政法
人への寄付を税控除の対象とする。
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０７　財務省（特区）

省庁名
管理
コード

規制の特
例事項名

該当法
令等

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の分
類」の見直
し

「措置の内
容」の見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例提
案事項管理
番号

提案主
体名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

規制の特例事項の内容

財務省 0730070

未公開株式
市場に株式
を登録する
会社の
監査の特例

税理士法
第1条、2
条

公認会計士又は監査法人
でない者は、法律に定め
のある場合を除く外、他
人の求めに応じ報酬を得
て公認会計士法第２条第
１項に規定する業務（監
査証明業務）を営んでは
ならない。

Ｃ -
財務書類の監査に関する制度は、当省の所
管事項ではなく答える立場にない。

貴省の回答では、
「財務書類の監査に
関する制度は、当省
の所管事項ではなく
答える立場にな
い。」とあるが、監
査証明業務に関する
規制が緩和された場
合、貴省においても
必要な措置を講ずる
と解してよいか。右
の提案主体の意見も
踏まえ、再度検討し
回答されたい。

未公開株式市場に株式を登録する会社の監査の特例として、税理士
が会計監査人となり財務諸表の信頼性を証明することができること
とするという規制の提案について、法務省からは次のような回答を
頂いた。
　１．小会社においても会計監査人を任意設置することができるも
のとする方向で検討されていること
　２．会計監査人の資格を誰に付与するかは全国的に検討すべき問
題であって、一地域に限って特例を設けることは相当ではないが、
中小企業の計算書類の正確性・信頼性を高める等の観点から、会社
法制の現代化において、株式会社の内部機関として、会計に関する
専門的識見を有する公認会計士又は税理士をその資格要件とし、経
営者と共同して計算書類を作成し、当該計算書類を経営者とは別に
保存・開示する職務を担う「会計参与(仮称）」制度を導入する方向
で検討を進めている。
　以上において今後、小会社に会計監査人の設置が認められ、会計
参与としての立場が税理士に与えられるならば、たとえ税理士で
あっても、株式未公開企業における正確な会計情報を、投資家に提
供できる立場として認識しうるのではないだろうか。そして、
ファーザーズ・マザーズ・ジャパンを創設し、そこに株式を登録す
る会社にとっては、税理士が監査を行えるならば、グリーンシート
に登録するよりもコスト削減になるため、より多くの中小企業に直
接金融の機会が与えられると考える。この点をふまえ、特区におい
て創設される未公開株式売買市場に株式登録をする会社の監査につ
いて規制を緩和し、税理士にも会計監査人と同様の立場を与えるこ
とを、是非再度検討願いたい。

C -

財務書類の監査に関する制度は、当省の所管
事項ではなく答える立場にないのは、前回同
様である。なお、監査証明業務に関する規制
が緩和され、税理士に認められた場合であっ
ても、監査証明業務は税理士業務ではないこ
とから、財務省あるいは国税庁として何らか
の措置を講ずる必要性はないと考えられる。
地方自治体の外部監査人（地方自治法）、地
方独立行政法人の監事（地方独立行政法人
法）及び現物出資財産の価格証明者（商法）
等、個別法によって税理士に何らかの業務を
認めている例はあるが、この場合においても
税理士法上の手当はしていない。

1362 13621020
日本起
業家協
会

ファーザー
ズ・マザー
ズ・ジャパ
ン
（未公開株
式売買市
場）開設構
想

未公開株式企業は、そのほとんどが小
会社、中会社であり、会計監査人の監
査を必要とされていない。しかし、市
場において株式を売買する場合には、
投資家に対する適切な会計情報の提供
がなされなければならない。そこで会
計監査として、税理士がその財務諸表
の信頼性を証明することができること
とする。

財務省 0730080

学術等会議
や各種大会
の会場にお
ける土産用
地酒販売の
ための期限
付き酒類小
売業免許の
取得手続き
の簡素化

酒税法第
９条第２
項
酒税法及
び酒類行
政関係等
解釈通達
第９条第
２項関係
の３

  博覧会場等で臨時に販
売場を設けて酒類の販売
を行う場合は､その催物の
開催期間等ごとに､酒類の
販売業をしようとする者
は､販売場ごとにその販売
場の所在地の所轄税務署
長の免許（期限付酒類小
売業免許)を受けなければ
ならない｡ただし､催物等
の入場者の全部又は大多
数が有料入場者である､催
物等の開催期間があらか
じめ客観的に定められて
いる等一定の要件に該当
する場合であり､販売場を
開設する日の10日前まで
に､酒類の販売を行う旨を
所轄税務署長に届け出た
ときは､当該届出により期
限付酒類小売業免許を付
与したものとして取り扱
うこととしている｡

C

　酒類小売業免許については､酒類小売業者
の経営の改善等に関する緊急措置法(平成15
年法律第34号)附則第3条〈検討〉において､
「政府は､この法律の施行の状況､酒類の特
性､青少年の健全な育成の重要性､地域社会
における酒類小売業者の役割等を勘案し､酒
類の販売業免許の制度の在り方について検
討を加え、その結果に基づいて必要な措置
を講ずるものとする｡」とされたことを受
け､平成17年8月31日限りの時限法である同
法の施行状況等も踏まえ､幅広い観点から検
討することとしている｡

貴省の回答では、
「時限法である酒類
小売業者の経営の改
善等に関する緊急措
置法の施行状況も踏
まえ、幅広い観点か
ら検討することとし
ている。」とある
が、提案者の要望が
特区において先行実
施できないか再度検
討し回答されたい。
併せて右の提案主体
の意見を踏まえ、再
度検討し回答された
い。

平成17年8月31日限りの酒類小売業者の経営の改善等に関する
緊急措置法の施行状況等も踏まえ、幅広い観点から検討すると
の回答であるが、本県の状況に鑑みて、学術等会議や各種大会
の会場における土産用地酒販売について、現行で認められてい
る有料の催事等同様、期限付き酒類小売業免許の届出の対象
としても、実際には酒類販売管理上や他業者の営業上等におい
て特に問題はないと考えられるので、本県において先行して認め
ていただきたい。是非、全国的な措置に向けてモデル的に実施し
てもらいたい。

C

　学術等会議や各種大会の会場における土産
物地酒販売については、期限付酒類小売業免
許を付与しないというものではなく、また、
要望事項は、そもそも、手続の簡素化である
と考えるが、期限付酒類小売業免許の申請手
続に関しては、数次の規制緩和要望により添
付書類を削減し、申請者の負担の軽減を図っ
ている。
　なお、添付書類は届出の場合と同様であ
り、届出の対象としたとしても、申請者等の
負担は軽減されるものではないと考えてい
る。

酒類小売業免許につ
いては規制緩和が進
む中で期限付酒類小
売業免許の届出制を
広げることができな
い理由は何か、ま
た、届出の期間を短
縮できないか、この
点を踏まえ再度検討
し回答されたい。

Ｃ

　酒税法第９条により、「酒類の販売業をし
ようとする者は、販売場ごとにその販売場の
所轄税務署長の免許を受けなければならな
い。」とされている。一方、期限付酒類小売
業免許の届出制は、届出により免許を付与し
たものと取り扱っているが、安易に届出制を
広げることは、いたるところで酒類の販売が
行なわれる可能性があり酒類小売業免許制度
の本質を崩しかねないほか、要件違反等の無
免許販売に該当する場合も多くなることも考
えられ、検査取締上も問題がある。
　なお、期限付酒類小売業免許の申請につい
ては、添付書類を大幅に削減するなど手続の
簡素化を図ってきているところであり、ま
た、申請期間についても、申請者の実情を十
分考慮し、弾力的に取り扱っているところで
ある。

1453 14532010 富山県

とやま観
光関連産
業活性化
計画

県産品のＰＲ・販路拡大を目的とする
３セク(富山県いきいき物産㈱）をはじ
め特産品販売事業者が、県内で開催さ
れるコンベンション（特定の者が参加
する学術等会議や各種大会など）の会
場において県内外の観光客等に特産品
とともに容易に地酒の販売を行うこと
ができるよう、期限付き酒類小売業免
許の取得手続きについて、次のとおり
簡素化を行うもの

　・コンベンション会場等においてそ
の参加者を対象とする酒類販売につい
て届出制とするとともに、届出期限と
なる事前の日数を短縮（10日→前日）
すること

財務省 0730090

通信販売酒
類小売業免
許における
取扱い酒類
限定の条件
の緩和

酒税法第
11条第１
項
酒税法及
び酒類行
政関係等
解釈通達
第11条第
１項関係
の３

　通信販売の特殊性から
通信販売酒類小売業免許
は、酒類の需給関係に与
える影響を考慮し、販売
できる酒類の範囲につい
て一般の酒販店で通常購
入できない地酒、輸入酒
などに限定している。

C

　酒類小売業免許については､酒類小売業者
の経営の改善等に関する緊急措置法(平成15
年法律第34号)附則第3条〈検討〉において､
「政府は､この法律の施行の状況､酒類の特
性､青少年の健全な育成の重要性､地域社会
における酒類小売業者の役割等を勘案し､酒
類の販売業免許の制度の在り方について検
討を加え、その結果に基づいて必要な措置
を講ずるものとする｡」とされたことを受
け､平成17年8月31日限りの時限法である同
法の施行状況等も踏まえ､幅広い観点から検
討することとしている｡

貴省の回答では、
「時限法である酒類
小売業者の経営の改
善等に関する緊急措
置法の施行状況も踏
まえ、幅広い観点か
ら検討することとし
ている。」とある
が、提案者の要望が
特区において先行実
施できないか再度検
討し回答されたい。
併せて右の提案主体
の意見を踏まえ、再
度検討し回答された
い。

平成17年8月31日限りの酒類小売業者の経営の改善等に関する
緊急措置法の施行状況等も踏まえ、幅広い観点から検討すると
の回答であるが、本県の状況に鑑みて、現行では通信販売の対
象とならない県内産の地酒はいずれも実態として全国ブランドと
いえるものではないので、これら県内産の地酒をすべて対象とな
るよう要望どおり販売酒類の範囲を拡大したとしても、制度の趣
旨からも、また酒類販売管理上や他業者の営業上等いずれにお
いても特に支障はないと考えられるので、本県において先行して
認めていただきたい。是非、全国的な措置に向けてモデル的に
実施してもらいたい。

C

　通信販売酒類小売業免許により販売できる
酒類は、一般酒類小売販売場において通常購
入することができない地酒等に限定している
が、全国ブランドか否かにより判断するもの
ではない。
　一般酒類小売販売場において通常購入する
ことができない地酒等の判断として、法令解
釈通達において、前会計年度の課税移出数量
が、1,000KL未満である酒類製造者が製造、販
売する酒類であり、かつ、清酒に関しては、
特定名称等の清酒のうち前会計年度における
課税移出数量が100KL未満の銘柄のものとして
いるところである。
　なお、当庁が行っている清酒製造業者の実
態調査によれば、販売数量が1,000KL以上の清
酒製造者は全製造業者の7.5％であり、また、
これらの者の課税移出数量は、全製造業者の
課税移出数量の76.1％となっていることか
ら、これらの者が製造・販売している酒類
は、通常購入できない地酒に該当するものと
は認めがたい。

貴省の回答では、
「一般酒類小売販売
場において通常購入
することができない
地酒等に限定してい
る」とあるが、酒類
小売業免許について
は規制緩和が進む中
で通信販売酒類小売
業免許の数量規制も
撤廃すべきではない
か、この点を踏まえ
再度検討し回答され
たい。併せて右の提
案主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

通信販売小売業免許により販売できる酒類は、一般酒類小売販
売場において通常購入することができない地酒等という趣旨か
ら課税移出数量１０００キロリットル未満である酒類製造者が
製造、販売する酒類等としているとの回答をいただいたが、本
県の場合、現行で対象外となっている地酒についても実態とし
て大都市圏をはじめ県外では通常購入することができないもの
もあるので、全国の酒類販売の現状を把握いただき、規制緩和
を進める観点から、消費者ニーズ等諸情勢をふまえて販売酒類
の範囲の見直しを実施してもらいたい。こと、本県において
は、県内産の地酒の販売実態をふまえて、すべての地酒が対象
となるよう販売酒類の範囲を最低限拡大したとしても、制度の
趣旨からも、また酒類販売管理上や他業者の営業上などにおい
ても特に支障はないと考えられるので、先行して認めてもらい
たい。

Ｃ  

　通信販売酒類小売業免許を含む酒類小売業免許につ
いては､酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措
置法(平成15年法律第34号)附則第3条〈検討〉におい
て､「政府は､この法律の施行の状況､酒類の特性､青少
年の健全な育成の重要性､地域社会における酒類小売
業者の役割等を勘案し､酒類の販売業免許の制度の在
り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置を講ずるものとする｡」とされたことを受け､平成
17年8月31日限りの時限法である同法の施行状況等も
踏まえ､幅広い観点から検討することとしている｡
　なお、通信販売酒類小売業免許については、e-
Japan重点計画-2004（平成16年6月15日　IT戦略本
部）において、「2004年度中に通信販売酒類小売業免
許における対象品目の拡大について検討し、2005年度
末までに結論を得る。」とされているところである。
　したがって、本件については、上記における検討過
程の中で考えていくべきものであり、現段階において
認めることは適当でないと考えている。

1453 14532020 富山県

とやま観
光関連産
業活性化
計画

県産品のＰＲ・販路拡大を目的とする
３セク(富山県いきいき物産㈱）をはじ
め物販事業者が、通信販売で県内の地
酒をすべて取扱いできるよう、通信販
売酒類小売業免許における販売する酒
類の範囲の条件について、次のとおり
緩和を求めるもの

＜販売酒類の範囲＞
・「課税移出数量が１０００キロリッ
トル未満である酒類製造者が製造、販
売する酒類」→「１００００キロリッ
トル未満」に引上げ
・課税移出数量１００キロリットル未
満の銘柄のもの→撤廃

財務省 0730100
濁酒の製造
事業の要件
緩和

構造改革
特別区域
法第24条

　特区内において農家民宿
等を併せ営む農業者が、自
ら生産した米を原料として濁
酒を製造する場合には、酒
類製造免許に係る最低製造
数量基準は適用しない。

c -

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採
算性が取れるか否かといった観点から、製造コ
ストを回収するのに必要な水準として設けられて
いるものであり、この免許要件の特例を設ける
場合には、採算が取れない小規模製造者の増
加による滞納の発生や、税務当局による実態の
把握が困難となることに伴う密造の横行など、酒
税制度の根幹に影響を与えかねないことから、
対象酒類や適用対象者を限定して特例措置を
講ずることとしたものである。
　すなわち、民宿等を併せ営む農業者であれば
原料コストが低減できるとともに、宿泊代金等を
通じてコストを回収することも容易であるなど、酒
税の納税に支障をきたすことは少ないのではな
いかと考えられたことや、農家民宿等での濁酒
の提供を通じ、グリーンツーリズムが推進され、
地域の活性化にも資すると考えられたことから、
対象者は農家民宿等を併せ営む農業者に限定
されているものである。
　現行の特例措置を有効に活用されたい。

提案は、地域経済活
性化のため濁酒の製
造事業につき規制改
革を求めるものであ
り、この点を踏まえ
検討し回答された
い。併せて右の提案
主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答
されたい。併せて右
の提案主体の意見を
踏まえ、再度検討し
回答されたい。

　今回提案の法人は農林水産省の補助事業の事業主体となるた
めに農業者で組織されたものである。濁酒に関しては構成員の
自家栽培米を原料にすればコストが低減できる。また、都市と農
村の交流施設として宿泊施設も整備されており、酒税の納税に
関しても支障はないものと考える。また、現在リキュールの製造を
行っており、技術面でも不安はない。よって、農業者（個人）に限
定されている現行の特例措置を農業者で構成される農業法人に
も適用されるよう提案します。

C －

　「地域経済活性化のため」であったとして
も、対象者の範囲を拡大することや、使用原
料に関する条件を緩和することは、税の保全
上支障があると考えられることから、認める
ことはできない。
　なお、本特例措置における農業者は、個人
に限らず法人も含まれており、法人として米
を生産し併せて民宿等を営んでいれば、本特
例の適用は可能である。

1108 11081012
大分県
湯布院
町

ゆふいん
原酒の里
構想

個人の特定農業者に限られている、濁
酒の製造免許に係る最低製造数量基準
を適用しないことを都市と農村の交流
拠点として農林水産省の公的補助（地
域農業基盤確立農業構造改善事業グ
リーン・ツーリズムタイプ）等で建設
された施設を所有・営業する法人にも
適用する。及び、原料は自家生産に限
られているものを特区内で生産された
ものも可とする。また、焼酎の製造免
許に係る最低製造数量基準を適用しな
い。

財務省 0730100
濁酒の製造
事業の要件
緩和

構造改革
特別区域
法第24条

　特区内において農家民宿
等を併せ営む農業者が、自
ら生産した米を原料として濁
酒を製造する場合には、酒
類製造免許に係る最低製造
数量基準は適用しない。

c -

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取
れるか否かといった観点から、製造コストを回収するのに
必要な水準として設けられているものであり、この免許要
件の特例を設ける場合には、採算が取れない小規模製
造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態
の把握が困難となることに伴う密造の横行など、酒税制
度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類や適
用対象者を限定して特例措置を講ずることとしたもので
ある。
　すなわち、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コス
トが低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを回
収することも容易であるなど、酒税の納税に支障をきた
すことは少ないのではないかと考えられたことや、農家
民宿等での濁酒の提供を通じ、グリーンツーリズムが推
進され、地域の活性化にも資すると考えられたことから、
対象者は農家民宿等を併せ営む農業者に限定されてい
るものである。
　なお、特区の酒税法の特例における「特定農業者」に
は、農家民宿だけでなく、レストランや食堂等を兼営する
農業者も含まれることから、こうした業態も考慮に入れて
現行の特例措置を活用するよう検討されたい。

提案は、地域経済活
性化のため濁酒の製
造事業につき規制改
革を求めるものであ
り、この点を踏まえ
検討し回答された
い。

C －

　「地域経済活性化のため」であったとして
も、対象者の範囲を拡大することや、使用原
料に関する条件を緩和することは、税の保全
上支障があると考えられることから、認める
ことはできない。

1138 11381010

高知県
三原村、
高知県
三原村
商工会

イベント限
定濁酒特
区

　濁酒の製造が「特定農業者（農業と
農家民宿等の併営者）」に限定されて
いる。　今回『イベント用の濁酒製
造』に限り、要件である「特定農業
者」を、『村長が認めた農業者（個
人、団体）』に拡充されたい。

財務省 0730110
酒類の製造
免許の要件
緩和

酒税法第7
条第2項

　酒類を製造しようとする者は、製
造しようとする酒類の種類別に、
その製造場の所在地の所轄税務
署長の免許を受けなければならな
い。酒類の製造免許は、一年間の
酒類の製造見込数量が次に掲げ
る数量に達しない場合には、受け
ることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロ
リットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリッ
トル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリット
ル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリット
ル
　十一　雑酒　六キロリットル

c -

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取
れるか否かといった観点から、製造コストを回収するのに
必要な水準として設けられているものであり、この免許要
件の特例を設ける場合には、採算が取れない小規模製
造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態
の把握が困難となることに伴う密造の横行など、酒税制
度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類や適
用対象者を限定して特例措置を講ずることとしたもので
ある。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁
酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で
流通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなどにつ
いては、既に各地で製造されており、製造委託が可能で
あることや、保存や流通も容易であることなどから、対象
酒類は濁酒に限定されているものである。
　なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することにつ
いては、現行法上、特に制約はない。
　また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが
低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを回収す
ることも容易であるなど、酒税の納税に支障をきたすこと
は少ないのではないかと考えられたことや、農家民宿等
での濁酒の提供を通じ、グリーンツーリズムが推進され、
地域の活性化にも資すると考えられたことから、対象者
は農家民宿等を併せ営む農業者に限定されているもの
である。

貴省の回答では、「製
造コストを回収するの
に必要な水準」とある
が、この点については
免許申請時に免許要
件の経営基礎要件で
個別に判断することは
困難なのか、この点を
踏まえ再度検討し回
答されたい。

C －

　酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取
れる程度の製造が可能な場合に限って付与する必要がある
ことから、酒類の製造事業において採算が取れるか否かを
判断するために最低製造数量基準を設けているものであり、
その基準を満たさない場合には、免許を付与しないという絶
対的な要件である。
　一方、酒税法第10条第10号の経営基礎要件は、免許の申
請者の資金力や経営能力等が十分でないと認められる場合
には免許の拒否ができるというものである。
　仮に、免許申請時に資金力等が十分であると認められたと
しても、最低製造数量基準を満たさない場合には、酒類の製
造事業において採算が取れなくなることは十分に考えられる
ところであり、その場合には税の保全に支障をきたすことに
なる。また、免許申請時の経営基礎要件では、免許申請者
が行う事業全体の将来的な経営状況や財務状況を判断す
ることは不可能である。
　したがって、酒類の製造事業において採算が取れるか否
かは最低製造数量基準により判断する必要がある。また、こ
の最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に
対する回答で示したとおり、滞納の発生や密造の横行など、
酒税制度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類
を限定して特例措置を講ずることとしたものである。

貴省の回答では、「免許
申請時の経営基礎要件
では、免許申請者が行
う事業全体の将来的な
経営状況や財務状況を
判断することは不可能
である」とあるが、もてな
し用に少量の製造を行
う者については免許の
更新の都度財務状況を
判断すればよいのでは
ないか、この点を踏まえ
再度検討し回答された
い。

Ｃ －

　再検討要請までに回答したとおりであるが、現行
の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその
性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流
通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなど
については、既に各地で製造されており、製造委
託が可能であることや、保存や流通も容易である
ことなどから、対象酒類は濁酒に限定されているも
のである。
　なお、一般に酒類の製造は相当の設備投資を伴
うものであることから、事業の継続性を勘案して現
行法では更新制を採用していない。

1031 10311020

和田山
町特産
物市場
組合

若返り特
区

学名「プエラリア・ミリフィカ」の乾
燥粉末を商品名「夢美人」として販売
していることは、前項で記載している
とおりですが、この粉末を飲料水、お
茶、薬用酒、ワイン、焼酎、清酒、濁
酒の原材料の一部に使用し販売の促進
を図りたい。
なお、製品の製造に当たっては当該特
産物市場組合のみに限定し薬事法、食
品安全基本法（前項の提案部分を除
く）を遵守して対応を図る。
夢美人の粉末の入った焼酎、清酒、ワ
インの製造、販売を行うため、酒税法
第7条による製造基準の製造数量を取り
払うこと、また食品衛生法第10条の添
加物として「プエラリア・ミリフィ
カ」を追加いただきたい。
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０７　財務省（特区）

省庁名
管理
コード

規制の特
例事項名

該当法
令等

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の分
類」の見直
し

「措置の内
容」の見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例提
案事項管理
番号

提案主
体名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

規制の特例事項の内容

財務省 0730110
酒類の製造
免許の要件
緩和

酒税法第7
条第2項

　酒類を製造しようとする者は、製
造しようとする酒類の種類別に、
その製造場の所在地の所轄税務
署長の免許を受けなければならな
い。酒類の製造免許は、一年間の
酒類の製造見込数量が次に掲げ
る数量に達しない場合には、受け
ることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロ
リットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリッ
トル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリット
ル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリット
ル
　十一　雑酒　六キロリットル

c -

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取
れるか否かといった観点から、製造コストを回収するのに
必要な水準として設けられているものであり、この免許要
件の特例を設ける場合には、採算が取れない小規模製
造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態
の把握が困難となることに伴う密造の横行など、酒税制
度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類や適
用対象者を限定して特例措置を講ずることとしたもので
ある。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁
酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で
流通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなどにつ
いては、既に各地で製造されており、製造委託が可能で
あることや、保存や流通も容易であることなどから、対象
酒類は濁酒に限定されているものである。
　なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することにつ
いては、現行法上、特に制約はない。
　また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが
低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを回収す
ることも容易であるなど、酒税の納税に支障をきたすこと
は少ないのではないかと考えられたことや、農家民宿等
での濁酒の提供を通じ、グリーンツーリズムが推進され、
地域の活性化にも資すると考えられたことから、対象者
は農家民宿等を併せ営む農業者に限定されているもの
である。

ブランデーの製造許可
を取得している業者
が、その製造したブラ
ンデーを使用しスピ
リッツ等を製造する場
合は、採算上酒税の
納税に支障をきたすこ
とは少ないと考えられ
るが、この点を踏まえ
検討し回答されたい。
併せて右の提案主体
の意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

例えば、ブランデーに色を付けると製造免許は「スピリッツ」か「リキュール」
に、同じく蜂蜜を添加すればやはり「スピリッツ」か「リキュール」になるようで
す。従ってブランデーに色を付ける商品やブランデーに蜂蜜を添加する商品
の販売には、「スピリッツ」か「リキュール」の製造免許を新たに取得しなけれ
ばなりません。個別「種類」の採算性から最低製造数量基準が決められてい
るとのことですが、酒類の汎用性を増やせばより効率的で採算性も増すので
はないでしょうか？今回の提案は、柱となる「種類」（ブランデーとかスピリッ
ツ・リキュール等）の製造免許を取得した場合には、それに関連する商品の
最低製造数量基準を下げることができる（例えば、ブランデーの製造免許を
取得していればスピリッツ・リキュールの最低製造数量基準は５００リットル
でよい）という内容のものであり、このような要件の緩和を認めてくだされば、
それに挑戦する業者も増えるのではないでしょうか。新商品の開発機会が多
くなり、技術開発も進み、地域に密着した商品の開発が進み、より地域活性
化が図られ、経営的にも安定化が図られるものと思います。また、既存酒類
製造業者への製造委託の提案も付記されていましたが、熾烈な競争化にあ
る業界では「ノウ・ハウ」の流失もあり、また高コスト化が予想され、好ましく
なく考えます。濁り酒を念頭に提案したものではありませんが、経営の安定
性から商品の汎用性を考えるとき、現最低製造数量基準が大き過ぎ、中小
メーカーにとっては機会均等ではないと考えます。また、経営の安定化が図
られれば、逆に密造酒の横行や酒税滞納行為は少なくなるものとも考えま
す。再度考慮いただきますようよろしくお願い申し上げます。

C －

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算が
取れるか否かといった観点から、製造コストを回収
するのに必要な水準として設けられているものであ
るが、酒類の製造コストはそれぞれの酒類によって
区々であることから、酒類を原料・製造方法等によ
り分類した種類ごとに最低製造数量基準を定めて
おり、それぞれの種類ごとに採算が取れるか否か
について判断する必要がある。
　したがって、同一の製造者が、複数の種類の酒類
を製造する場合であっても、原則として種類ごとに
最低製造数量基準の要件を満たす必要がある。

貴省の回答では、「同一
の製造者が、複数の種
類の酒類を製造する場
合であっても、原則とし
て種類ごとに最低製造
数量基準の要件を満た
す必要がある。」とある
が、製造許可を受けて
いるブランデーから同一
の設備を使用し、スピ
リッツやリキュールを製
造しようとする場合最低
製造数量の基準を緩和
してもよいのではない
か、この点を踏まえ再度
検討し回答されたい。併
せて右の提案主体の意
見も踏まえ再度検討し、
回答されたい。

ご回答ありがとうございます。酒類の製造免許最低製造数量基準は
採算性の観点から設けられているとのことですが、どのような考え方、
計算が為されているのでしょうか？採算性を論点とするのなら、その
数量の根拠を示して頂けないでしょうか？採算性はあくまで、製造免
許を付加された企業が経営努力により勝ち取るものと考えます。特
に、今回の提案は例えばブランデーの製造免許を取得し、当局の言
われる採算を取れる体制の中で製造免許付加されているブランデー
だけを大部分使用し、このブランデーに色等を付けたり、糖分などを
加えたりしただけでも、酒税法上他の種類（たねるい）の酒類、スピ
リッツやリキュールに該当するとのことです。この場合、現酒税法上は
製造免許を各々種類（たねるい）別に取得しなければなりません。そ
れを、例えばブランデーの製造免許（製造最低数量基準6ｋｌ）が付加さ
れていれば、その製造免許付加酒類を大部分使用して製造する、現
酒税法上のスピリッツやリキュールに該当するとしても、新たにスピ
リッツやリキュールの製造免許の取得なしに製造できるようにしてい
ただきたい。または、製造最低数量基準を500リットル以下にしていた
だきたい。このような形態になれば主製造免許、例えばブランデーと
いう採算性を考慮した柱の下で、さらに他の種類の製造免許取得なく
ても、汎用性を持たせたスピリッツやリキュールも製造が可能になる
のであればご心配の密造酒の横行も減り、経営資源の増加もあっ
て、酒税の確保及び増額も期待できるのではないでしょうか？地域の
活性化にも役立てられるはずですので、再考をお願いいたします。

Ｃ －

  本提案に対しては次のような問題がある。
①　スピリッツやリキュール類はブランデー等の蒸留酒のみ
ならず醸造酒からも製造可能であることから、本提案につい
てのみ認めることは、他の酒類との関係上、著しく公平を損
なう惧れがある。
②　酒類の製造免許は区分ごとに付与することとされてお
り、「自ら製造したブランデーを原料としたスピリッツやリ
キュール類」について特例を設けようとすれば、スピリッツや
リキュール類の原料はブランデーに限定されていないこと
から、スピリッツやリキュール類の再区分が必要となる。
   以上のように、仮に提案を認める場合には、自ら製造した
酒類を原料としたスピリッツやリキュール類の全てについて
同様の特例を認める必要があり、その場合には、これらに
ついて再区分が必要となる。酒税法では、酒類の区分に応
じて税率と製造免許が一体的に設けられていることから、酒
類の区分の見直しは免許制度のみならず酒税制度全般に
わたる見直しにつながる。したがって、このような酒税制度
全般の見直しにつながるものについては、毎年度の税制改
正において、十分な検討が必要である。
   なお、最低製造数量基準の水準は、その酒類の製造や
販売の実態を踏まえ定める必要があるものと考えている。

1077 10771010

シダック
ス・コミュ
ニティー
株式会
社
株式会
社中伊
豆志太
農場
有限会
社シャ
トー
ティーエ
ス

伊豆ブラン
デー構想

ウイスキー類ブランデーの原酒からス
ピリッツおよびリキュールを製造する
際の最低製造数量基準値6ｋｌを500Lに
緩和する。

財務省 0730110
酒類の製造
免許の要件
緩和

酒税法第7
条第2項

　酒類を製造しようとする者は、製
造しようとする酒類の種類別に、
その製造場の所在地の所轄税務
署長の免許を受けなければならな
い。酒類の製造免許は、一年間の
酒類の製造見込数量が次に掲げ
る数量に達しない場合には、受け
ることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロ
リットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリッ
トル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリット
ル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリット
ル
　十一　雑酒　六キロリットル

c -

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取
れるか否かといった観点から、製造コストを回収するのに
必要な水準として設けられているものであり、この免許要
件の特例を設ける場合には、採算が取れない小規模製
造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態
の把握が困難となることに伴う密造の横行など、酒税制
度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類や適
用対象者を限定して特例措置を講ずることとしたもので
ある。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁
酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で
流通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなどにつ
いては、既に各地で製造されており、製造委託が可能で
あることや、保存や流通も容易であることなどから、対象
酒類は濁酒に限定されているものである。
　なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することにつ
いては、現行法上、特に制約はなく、ワインの製造委託
に関しては、日本ワイナリー協会において、受託可能な
製造者の紹介を行う体制を整えているので、具体的にご
相談されたい。
　また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが
低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを回収す
ることも容易であるなど、酒税の納税に支障をきたすこと
は少ないのではないかと考えられたことや、農家民宿等
での濁酒の提供を通じ、グリーンツーリズムが推進され、
地域の活性化にも資すると考えられたことから、対象者
は農家民宿等を併せ営む農業者に限定されているもの
である。

貴省の回答では、「製
造コストを回収するの
に必要な水準」とある
が、この点については
免許申請時に免許要
件の経営基礎要件で
個別に判断することは
困難なのか、この点を
踏まえ再度検討し回
答されたい。併せて右
の提案主体の意見を
踏まえ、再度検討し回
答されたい。

農産物を保存するがための手段として味噌、醤油、漬け物等の発酵食品を
つくる食文化が日本には存在する。同様に、濁酒や果実酒を造ってきた歴史
も存在する。採算性が取れるか否かの理論は、明治３２年以降自家醸造を
全面禁止し、酒類製造業者が造り、酒類販売店からしか購入できないように
規制し、軍事国家における財源確保のための制度の名残ではないのか。採
算性とは酒造業者のみに造らせ、買ったものが確実に酒税を払うことが効率
的だということから加えた考え方ではないのか。時代は変革し、都市と農村
とが共生し対流することが農村の自立策として叫ばれている現在において
は、非効率でも、農村にこそ存在する自給自足的な食文化を農村に取り戻
すことこそ、重要であるように感じてならない。しかも、もてなし用であり、地
域外へ持ち出すという性質のものでもなく、税金も払うわけだから、安全衛生
面や税収への影響も皆無である。カメラが売れてもカメラマンという専門の職
業がなくならないのと同様、むしろ少量でも自家醸造が認められれば、逆に
酒に関心を持つ人が増え、新しい消費を促し、既存製造業者もさらに良品を
追求しなければならなくなる。都市農村交流の活性化と歴史の浅い日本に
おけるワイン文化の底上げという一挙両得ではないか。不可とされながら
も、この種の提案が増加している事実を見れば、地方からの切実な要求とし
て引き続き検討していただきたいものである。また、安心院町においては、ブ
ドウ農家イコール農家民泊実践者ではなく、都市との交流と地域としてのも
てなし、ブドウの有効利用によるブドウ農家へのメリットという３つの観点か
ら、農泊を営む農業者、旅館、民宿、飲食店営業者への適応をお願いしてい
るものである。

C －

　酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取
れる程度の製造が可能な場合に限って付与する必要がある
ことから、酒類の製造事業において採算が取れるか否かを
判断するために最低製造数量基準を設けているものであり、
その基準を満たさない場合には、免許を付与しないという絶
対的な要件である。
　一方、酒税法第10条第10号の経営基礎要件は、免許の申
請者の資金力や経営能力等が十分でないと認められる場合
には免許の拒否ができるというものである。
　仮に、免許申請時に資金力等が十分であると認められたと
しても、最低製造数量基準を満たさない場合には、酒類の製
造事業において採算が取れなくなることは十分に考えられる
ところであり、その場合には税の保全に支障をきたすことに
なる。また、免許申請時の経営基礎要件では、免許申請者
が行う事業全体の将来的な経営状況や財務状況を判断す
ることは不可能である。
　したがって、酒類の製造事業において採算が取れるか否
かは最低製造数量基準により判断する必要がある。また、こ
の最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に
対する回答で示したとおり、滞納の発生や密造の横行など、
酒税制度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類
を限定して特例措置を講ずることとしたものである。

貴省の回答では、「免許
申請時の経営基礎要件
では、免許申請者が行
う事業全体の将来的な
経営状況や財務状況を
判断することは不可能
である」とあるが、もてな
し用に少量の製造を行
う者については免許の
更新の都度財務状況を
判断すればよいのでは
ないか、この点を踏まえ
再度検討し回答された
い。併せて右の提案主
体の意見も踏まえ再度
検討し回答されたい。

採算が取れるか否かの判断として最低製造数量基準を設けていると
のことであり、採算性を非常に強調する今回の回答であるが、当初か
ら一貫して提案していることは、ワインで採算を取るのではなく、グ
リーンツーリズムの推進、ブドウの有効活用、市町合併後の安心院と
しての地域活性化と自立を目的にハウスワインに強力な付加価値を
求めているのである。グリーンツーリズム促進の決定打として、総合
的な経済メリットを期待しているのであって、もてなし用のみに造る少
量のハウスワインに採算性を求めること自体、論点が食い違っている
のである。発酵食品を造ってきた歴史が存在する中で、どぶろく、果
実酒、味噌、漬け物づくりなどに農家が設備投資をしてきたのか。そこ
に採算を取るという発想が存在したのか。密造の横行などいろんな影
響を心配しているが、認められたどぶろくでも同じことがいえるので
あって、以前から主張しているとおり、酸化防止剤等の薬品を使わな
いハウスワインは保存に適さず、どぶろくと何ら変わりないのである。
都市と農村との共生と対流において、もっとも都市住民が農村に要求
するものは、体験や農業そのものではなく、食であることをご理解いた
だき、自給自足的な農村独自の食文化を都市へと発信するために
も、引き続き「ハウスワイン」の特区対応について検討いただきたい。

Ｃ －

　再検討要請までに回答したとおりであるが、現行
の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその
性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流
通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなど
については、既に各地で製造されており、製造委
託が可能であることや、保存や流通も容易である
ことなどから、対象酒類は濁酒に限定されているも
のである。
　なお、一般に酒類の製造は相当の設備投資を伴
うものであることから、事業の継続性を勘案して現
行法では更新制を採用していない。

1232 12321010

大分県、
安心院
町、安心
院町グ
リーン
ツーリズ
ム推進
協議会、
安心院
町グリー
ンツーリ
ズム研
究会

ハウスワ
イン（自家
製果実酒）
特区

　グリーンツーリズムの促進を目的
に、もてなしの範囲内での少量の自家
製造について、どぶろく同様ワインも
酒税法第７条の製造数量の緩和を行う
ものとする。

財務省 0730110
酒類の製造
免許の要件
緩和

酒税法第7
条第2項

　酒類を製造しようとする者は、製
造しようとする酒類の種類別に、
その製造場の所在地の所轄税務
署長の免許を受けなければならな
い。酒類の製造免許は、一年間の
酒類の製造見込数量が次に掲げ
る数量に達しない場合には、受け
ることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロ
リットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリッ
トル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリット
ル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリット
ル
　十一　雑酒　六キロリットル

c -

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取
れるか否かといった観点から、製造コストを回収するのに
必要な水準として設けられているものであり、この免許要
件の特例を設ける場合には、採算が取れない小規模製
造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態
の把握が困難となることに伴う密造の横行など、酒税制
度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類や適
用対象者を限定して特例措置を講ずることとしたもので
ある。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁
酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で
流通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなどにつ
いては、既に各地で製造されており、製造委託が可能で
あることや、保存や流通も容易であることなどから、対象
酒類は濁酒に限定されているものである。
　なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することにつ
いては、現行法上、特に制約はなく、ワインの製造委託
に関しては、日本ワイナリー協会において、受託可能な
製造者の紹介を行う体制を整えているので、具体的にご
相談されたい。
　また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが
低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを回収す
ることも容易であるなど、酒税の納税に支障をきたすこと
は少ないのではないかと考えられたことや、農家民宿等
での濁酒の提供を通じ、グリーンツーリズムが推進され、
地域の活性化にも資すると考えられたことから、対象者
は農家民宿等を併せ営む農業者に限定されているもの
である。

貴省の回答では、「製
造コストを回収するの
に必要な水準」とある
が、この点については
免許申請時に免許要
件の経営基礎要件で
個別に判断することは
困難なのか、この点を
踏まえ再度検討し回
答されたい。併せて右
の提案主体の意見を
踏まえ、再度検討し回
答されたい。

・ワイン製造については、その製造者を濁酒同様に果実生産者
に限定し、かつ民宿等の営業により、その実態把握を容易とす
る。
・また、使用するブドウは、生食用ブドウを検討しており、その製
造のほとんどが生食用にまわるため、ワイン用にまわるブドウは
少量となり、ワインの製造量も少量になると考えられる。
・市場に大量に出回るものと違い、当該地域でしか味わえないワ
インを製造することにより、地域に人を呼び込もうというねらいで
ある。
・はちのへ農援隊特区構想で認定された果実酒製造について
は、酸化防止剤等は使用しないことによって、どぶろく同様に、長
期間保存が困難で流通する可能性も低くし、現行の流通に影響
を及ぼさない措置をとるものとする。
・つきましては、ワインの製造につきましても、製造量の下限量の
撤廃をお願いいたします。

C －

　酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取
れる程度の製造が可能な場合に限って付与する必要がある
ことから、酒類の製造事業において採算が取れるか否かを
判断するために最低製造数量基準を設けているものであり、
その基準を満たさない場合には、免許を付与しないという絶
対的な要件である。
　一方、酒税法第10条第10号の経営基礎要件は、免許の申
請者の資金力や経営能力等が十分でないと認められる場合
には免許の拒否ができるというものである。
　仮に、免許申請時に資金力等が十分であると認められたと
しても、最低製造数量基準を満たさない場合には、酒類の製
造事業において採算が取れなくなることは十分に考えられる
ところであり、その場合には税の保全に支障をきたすことに
なる。また、免許申請時の経営基礎要件では、免許申請者
が行う事業全体の将来的な経営状況や財務状況を判断す
ることは不可能である。
　したがって、酒類の製造事業において採算が取れるか否
かは最低製造数量基準により判断する必要がある。また、こ
の最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に
対する回答で示したとおり、滞納の発生や密造の横行など、
酒税制度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類
を限定して特例措置を講ずることとしたものである。

貴省の回答では、「免許
申請時の経営基礎要件
では、免許申請者が行
う事業全体の将来的な
経営状況や財務状況を
判断することは不可能
である」とあるが、もてな
し用に少量の製造を行
う者については免許の
更新の都度財務状況を
判断すればよいのでは
ないか、この点を踏まえ
再度検討し回答された
い。併せて右の提案主
体の意見も踏まえ再度
検討し回答されたい。

ワイン製造のほかぶどう園の営業やワインを活用したレストラン等、
複合的な経営を行うことにより、経営の安定化を図る。このことによ
り、納税を確実なものにする。
また、各地域から、ワイン製造について、どぶろくの特例措置と同様
の措置を講じるとした意見が提案されておりますが、ワインは特例措
置が講じられない理由を教えていただきたい。

Ｃ －

　再検討要請までに回答したとおりであるが、現行
の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその
性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流
通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなど
については、既に各地で製造されており、製造委
託が可能であることや、保存や流通も容易である
ことなどから、対象酒類は濁酒に限定されているも
のである。
　なお、一般に酒類の製造は相当の設備投資を伴
うものであることから、事業の継続性を勘案して現
行法では更新制を採用していない。

1263 12631020

青森県
八戸市、
（仮）
NPO法
人「農援
隊」

はちのへ
農援隊特
区構想

・特定農業者によるワインの製造にあ
たり、製造下限量の撤廃と特区地域内
での果実酒販売を可能としたい。

財務省 0730110
酒類の製造
免許の要件
緩和

酒税法第7
条第2項

　酒類を製造しようとする者は、製
造しようとする酒類の種類別に、
その製造場の所在地の所轄税務
署長の免許を受けなければならな
い。酒類の製造免許は、一年間の
酒類の製造見込数量が次に掲げ
る数量に達しない場合には、受け
ることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロ
リットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリッ
トル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリット
ル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリット
ル
　十一　雑酒　六キロリットル

c -

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取
れるか否かといった観点から、製造コストを回収するのに
必要な水準として設けられているものであり、この免許要
件の特例を設ける場合には、採算が取れない小規模製
造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態
の把握が困難となることに伴う密造の横行など、酒税制
度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類や適
用対象者を限定して特例措置を講ずることとしたもので
ある。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁
酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で
流通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなどにつ
いては、既に各地で製造されており、製造委託が可能で
あることや、保存や流通も容易であることなどから、対象
酒類は濁酒に限定されているものである。
　なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することにつ
いては、現行法上、特に制約はなく、ワインの製造委託
に関しては、日本ワイナリー協会において、受託可能な
製造者の紹介を行う体制を整えているので、具体的にご
相談されたい。
　また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが
低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを回収す
ることも容易であるなど、酒税の納税に支障をきたすこと
は少ないのではないかと考えられたことや、農家民宿等
での濁酒の提供を通じ、グリーンツーリズムが推進され、
地域の活性化にも資すると考えられたことから、対象者
は農家民宿等を併せ営む農業者に限定されているもの
である。

貴省の回答では、「製
造コストを回収するの
に必要な水準」とある
が、この点については
免許申請時に免許要
件の経営基礎要件で
個別に判断することは
困難なのか、この点を
踏まえ再度検討し回
答されたい。

C －

　酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取
れる程度の製造が可能な場合に限って付与する必要がある
ことから、酒類の製造事業において採算が取れるか否かを
判断するために最低製造数量基準を設けているものであり、
その基準を満たさない場合には、免許を付与しないという絶
対的な要件である。
　一方、酒税法第10条第10号の経営基礎要件は、免許の申
請者の資金力や経営能力等が十分でないと認められる場合
には免許の拒否ができるというものである。
　仮に、免許申請時に資金力等が十分であると認められたと
しても、最低製造数量基準を満たさない場合には、酒類の製
造事業において採算が取れなくなることは十分に考えられる
ところであり、その場合には税の保全に支障をきたすことに
なる。また、免許申請時の経営基礎要件では、免許申請者
が行う事業全体の将来的な経営状況や財務状況を判断す
ることは不可能である。
　したがって、酒類の製造事業において採算が取れるか否
かは最低製造数量基準により判断する必要がある。また、こ
の最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に
対する回答で示したとおり、滞納の発生や密造の横行など、
酒税制度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類
を限定して特例措置を講ずることとしたものである。

貴省の回答では、「免許
申請時の経営基礎要件
では、免許申請者が行
う事業全体の将来的な
経営状況や財務状況を
判断することは不可能
である」とあるが、もてな
し用に少量の製造を行
う者については免許の
更新の都度財務状況を
判断すればよいのでは
ないか、この点を踏まえ
再度検討し回答された
い。

Ｃ －

　再検討要請までに回答したとおりであるが、現行
の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその
性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流
通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなど
については、既に各地で製造されており、製造委
託が可能であることや、保存や流通も容易である
ことなどから、対象酒類は濁酒に限定されているも
のである。
　なお、一般に酒類の製造は相当の設備投資を伴
うものであることから、事業の継続性を勘案して現
行法では更新制を採用していない。

1439 14391010 浜田市
自家製西
条柿ワイ
ン製造

　西条柿を原料とした自家製ワインの
製造と宿泊者等への提供
　少量（規制数量6キロリットルの1/10
以下）のワイン製造免許要件の緩和を
求めるもの

財務省 0730110
酒類の製造
免許の要件
緩和

酒税法第7
条第2項

　酒類を製造しようとする者は、製
造しようとする酒類の種類別に、
その製造場の所在地の所轄税務
署長の免許を受けなければならな
い。酒類の製造免許は、一年間の
酒類の製造見込数量が次に掲げ
る数量に達しない場合には、受け
ることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロ
リットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリッ
トル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリット
ル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリット
ル
　十一　雑酒　六キロリットル

c -

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取
れるか否かといった観点から、製造コストを回収するのに
必要な水準として設けられているものであり、この免許要
件の特例を設ける場合には、採算が取れない小規模製
造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態
の把握が困難となることに伴う密造の横行など、酒税制
度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類や適
用対象者を限定して特例措置を講ずることとしたもので
ある。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁
酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で
流通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなどにつ
いては、既に各地で製造されており、製造委託が可能で
あることや、保存や流通も容易であることなどから、対象
酒類は濁酒に限定されているものである。
　なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することにつ
いては、現行法上、特に制約はない。
　また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが
低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを回収す
ることも容易であるなど、酒税の納税に支障をきたすこと
は少ないのではないかと考えられたことや、農家民宿等
での濁酒の提供を通じ、グリーンツーリズムが推進され、
地域の活性化にも資すると考えられたことから、対象者
は農家民宿等を併せ営む農業者に限定されているもの
である。

貴省の回答では、「製
造コストを回収するの
に必要な水準」とある
が、この点については
免許申請時に免許要
件の経営基礎要件で
個別に判断することは
困難なのか、この点を
踏まえ再度検討し回
答されたい。

C －

　酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取
れる程度の製造が可能な場合に限って付与する必要がある
ことから、酒類の製造事業において採算が取れるか否かを
判断するために最低製造数量基準を設けているものであり、
その基準を満たさない場合には、免許を付与しないという絶
対的な要件である。
　一方、酒税法第10条第10号の経営基礎要件は、免許の申
請者の資金力や経営能力等が十分でないと認められる場合
には免許の拒否ができるというものである。
　仮に、免許申請時に資金力等が十分であると認められたと
しても、最低製造数量基準を満たさない場合には、酒類の製
造事業において採算が取れなくなることは十分に考えられる
ところであり、その場合には税の保全に支障をきたすことに
なる。また、免許申請時の経営基礎要件では、免許申請者
が行う事業全体の将来的な経営状況や財務状況を判断す
ることは不可能である。
　したがって、酒類の製造事業において採算が取れるか否
かは最低製造数量基準により判断する必要がある。また、こ
の最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に
対する回答で示したとおり、滞納の発生や密造の横行など、
酒税制度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類
を限定して特例措置を講ずることとしたものである。

貴省の回答では、「免許
申請時の経営基礎要件
では、免許申請者が行
う事業全体の将来的な
経営状況や財務状況を
判断することは不可能
である」とあるが、もてな
し用に少量の製造を行
う者については免許の
更新の都度財務状況を
判断すればよいのでは
ないか、この点を踏まえ
再度検討し回答された
い。

Ｃ －

　再検討要請までに回答したとおりであるが、現行
の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその
性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流
通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなど
については、既に各地で製造されており、製造委
託が可能であることや、保存や流通も容易である
ことなどから、対象酒類は濁酒に限定されているも
のである。
　なお、一般に酒類の製造は相当の設備投資を伴
うものであることから、事業の継続性を勘案して現
行法では更新制を採用していない。

1404 14041010
大分県
清川村

清川村マ
ムシ特区

「まむし酒（リキュール類）」の製造
免許要件である、年間製造見込数量
（年間６キロリットル）を緩和（撤
廃）する

財務省 0730110
酒類の製造
免許の要件
緩和

酒税法第7
条第2項

　酒類を製造しようとする者は、製
造しようとする酒類の種類別に、
その製造場の所在地の所轄税務
署長の免許を受けなければならな
い。酒類の製造免許は、一年間の
酒類の製造見込数量が次に掲げ
る数量に達しない場合には、受け
ることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロ
リットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリッ
トル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリット
ル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリット
ル
　十一　雑酒　六キロリットル

c -

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取
れるか否かといった観点から、製造コストを回収するのに
必要な水準として設けられているものであり、この免許要
件の特例を設ける場合には、採算が取れない小規模製
造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態
の把握が困難となることに伴う密造の横行など、酒税制
度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類や適
用対象者を限定して特例措置を講ずることとしたもので
ある。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁
酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で
流通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなどにつ
いては、既に各地で製造されており、製造委託が可能で
あることや、保存や流通も容易であることなどから、対象
酒類は濁酒に限定されているものである。
　なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することにつ
いては、現行法上、特に制約はない。
　また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが
低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを回収す
ることも容易であるなど、酒税の納税に支障をきたすこと
は少ないのではないかと考えられたことや、農家民宿等
での濁酒の提供を通じ、グリーンツーリズムが推進され、
地域の活性化にも資すると考えられたことから、対象者
は農家民宿等を併せ営む農業者に限定されているもの
である。

貴省の回答では、「製
造コストを回収するの
に必要な水準」とある
が、この点については
免許申請時に免許要
件の経営基礎要件で
個別に判断することは
困難なのか、この点を
踏まえ再度検討し回
答されたい。

C －

　酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取
れる程度の製造が可能な場合に限って付与する必要がある
ことから、酒類の製造事業において採算が取れるか否かを
判断するために最低製造数量基準を設けているものであり、
その基準を満たさない場合には、免許を付与しないという絶
対的な要件である。
　一方、酒税法第10条第10号の経営基礎要件は、免許の申
請者の資金力や経営能力等が十分でないと認められる場合
には免許の拒否ができるというものである。
　仮に、免許申請時に資金力等が十分であると認められたと
しても、最低製造数量基準を満たさない場合には、酒類の製
造事業において採算が取れなくなることは十分に考えられる
ところであり、その場合には税の保全に支障をきたすことに
なる。また、免許申請時の経営基礎要件では、免許申請者
が行う事業全体の将来的な経営状況や財務状況を判断す
ることは不可能である。
　したがって、酒類の製造事業において採算が取れるか否
かは最低製造数量基準により判断する必要がある。また、こ
の最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に
対する回答で示したとおり、滞納の発生や密造の横行など、
酒税制度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類
を限定して特例措置を講ずることとしたものである。

貴省の回答では、「免許
申請時の経営基礎要件
では、免許申請者が行
う事業全体の将来的な
経営状況や財務状況を
判断することは不可能
である」とあるが、もてな
し用に少量の製造を行
う者については免許の
更新の都度財務状況を
判断すればよいのでは
ないか、この点を踏まえ
再度検討し回答された
い。

Ｃ －

　再検討要請までに回答したとおりであるが、現行
の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその
性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流
通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなど
については、既に各地で製造されており、製造委
託が可能であることや、保存や流通も容易である
ことなどから、対象酒類は濁酒に限定されているも
のである。
　なお、一般に酒類の製造は相当の設備投資を伴
うものであることから、事業の継続性を勘案して現
行法では更新制を採用していない。

1108 11081011
大分県
湯布院
町

ゆふいん
原酒の里
構想

個人の特定農業者に限られている、濁
酒の製造免許に係る最低製造数量基準
を適用しないことを都市と農村の交流
拠点として農林水産省の公的補助（地
域農業基盤確立農業構造改善事業グ
リーン・ツーリズムタイプ）等で建設
された施設を所有・営業する法人にも
適用する。及び、原料は自家生産に限
られているものを特区内で生産された
ものも可とする。また、焼酎の製造免
許に係る最低製造数量基準を適用しな
い。
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０７　財務省（特区）

省庁名
管理
コード

規制の特
例事項名

該当法
令等

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の分
類」の見直
し

「措置の内
容」の見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例提
案事項管理
番号

提案主
体名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

規制の特例事項の内容

財務省 0730110
酒類の製造
免許の要件
緩和

酒税法第7
条第2項

　酒類を製造しようとする者は、製
造しようとする酒類の種類別に、
その製造場の所在地の所轄税務
署長の免許を受けなければならな
い。酒類の製造免許は、一年間の
酒類の製造見込数量が次に掲げ
る数量に達しない場合には、受け
ることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロ
リットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリッ
トル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリット
ル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリット
ル
　十一　雑酒　六キロリットル

c -

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取
れるか否かといった観点から、製造コストを回収するのに
必要な水準として設けられているものであり、この免許要
件の特例を設ける場合には、採算が取れない小規模製
造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態
の把握が困難となることに伴う密造の横行など、酒税制
度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類や適
用対象者を限定して特例措置を講ずることとしたもので
ある。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁
酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で
流通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなどにつ
いては、既に各地で製造されており、製造委託が可能で
あることや、保存や流通も容易であることなどから、対象
酒類は濁酒に限定されているものである。
　なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することにつ
いては、現行法上、特に制約はない。
　また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが
低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを回収す
ることも容易であるなど、酒税の納税に支障をきたすこと
は少ないのではないかと考えられたことや、農家民宿等
での濁酒の提供を通じ、グリーンツーリズムが推進され、
地域の活性化にも資すると考えられたことから、対象者
は農家民宿等を併せ営む農業者に限定されているもの
である。

貴省の回答では、「製
造コストを回収するの
に必要な水準」とある
が、この点については
免許申請時に免許要
件の経営基礎要件で
個別に判断することは
困難なのか、この点を
踏まえ再度検討し回
答されたい。

C －

　酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取
れる程度の製造が可能な場合に限って付与する必要がある
ことから、酒類の製造事業において採算が取れるか否かを
判断するために最低製造数量基準を設けているものであり、
その基準を満たさない場合には、免許を付与しないという絶
対的な要件である。
　一方、酒税法第10条第10号の経営基礎要件は、免許の申
請者の資金力や経営能力等が十分でないと認められる場合
には免許の拒否ができるというものである。
　仮に、免許申請時に資金力等が十分であると認められたと
しても、最低製造数量基準を満たさない場合には、酒類の製
造事業において採算が取れなくなることは十分に考えられる
ところであり、その場合には税の保全に支障をきたすことに
なる。また、免許申請時の経営基礎要件では、免許申請者
が行う事業全体の将来的な経営状況や財務状況を判断す
ることは不可能である。
　したがって、酒類の製造事業において採算が取れるか否
かは最低製造数量基準により判断する必要がある。また、こ
の最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に
対する回答で示したとおり、滞納の発生や密造の横行など、
酒税制度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類
を限定して特例措置を講ずることとしたものである。

貴省の回答では、「免許
申請時の経営基礎要件
では、免許申請者が行
う事業全体の将来的な
経営状況や財務状況を
判断することは不可能
である」とあるが、もてな
し用に少量の製造を行
う者については免許の
更新の都度財務状況を
判断すればよいのでは
ないか、この点を踏まえ
再度検討し回答された
い。

Ｃ －

　再検討要請までに回答したとおりであるが、現行
の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその
性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流
通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなど
については、既に各地で製造されており、製造委
託が可能であることや、保存や流通も容易である
ことなどから、対象酒類は濁酒に限定されているも
のである。
  ただし、地方公共団体等が試験製造免許を取得
し酒類製造を行う場合には、最低製造数量基準は
適用されないことから、「製造技法を保存継承して
いきたい」という提案について、試験製造により対
応可能か再考されたい。
　なお、一般に酒類の製造は相当の設備投資を伴
うものであることから、事業の継続性を勘案して現
行法では更新制を採用していない。

1079 10791010
鹿児島
県伊仙
町

かむぃ
にゃ酒特
区構想

本地域において、酒税法が施行される
まえは、焼酎をたしなむため各家庭で
昔ながらの技法で焼酎が製造されてい
た。
今回提案する「かむぃにゃ酒特区構
想」はこの製造技法を復活させるた
め、酒税法の規制を緩和していただき
「かむぃにゃ酒」の製造技法を保存継
承していきたい。

財務省 0730110
酒類の製造
免許の要件
緩和

酒税法第7
条第2項

  酒類を製造しようとする者は、製
造しようとする酒類の種類別に、
その製造場の所在地の所轄税務
署長の免許を受けなければならな
い。酒類の製造免許は、一年間の
酒類の製造見込数量が次に掲げ
る数量に達しない場合には、受け
ることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロ
リットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリッ
トル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリット
ル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリット
ル
　十一　雑酒　六キロリットル

c -

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取
れるか否かといった観点から、製造コストを回収するのに
必要な水準として設けられているものであり、この免許要
件の特例を設ける場合には、採算が取れない小規模製
造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態
の把握が困難となることに伴う密造の横行など、酒税制
度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類や適
用対象者を限定して特例措置を講ずることとしたもので
ある。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁
酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で
流通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなどにつ
いては、既に各地で製造されており、製造委託が可能で
あることや、保存や流通も容易であることなどから、対象
酒類は濁酒に限定されているものである。
　なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することにつ
いては、現行法上、特に制約はない。
　また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが
低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを回収す
ることも容易であるなど、酒税の納税に支障をきたすこと
は少ないのではないかと考えられたことや、農家民宿等
での濁酒の提供を通じ、グリーンツーリズムが推進され、
地域の活性化にも資すると考えられたことから、対象者
は農家民宿等を併せ営む農業者に限定されているもの
である。

貴省の回答では、「製
造コストを回収するの
に必要な水準」とある
が、この点については
免許申請時に免許要
件の経営基礎要件で
個別に判断することは
困難なのか、この点を
踏まえ再度検討し回
答されたい。併せて右
の提案主体の意見を
踏まえ、再度検討し回
答されたい。

五島列島は１５０の島々により成り立っています。その島々の連
なりは風光明媚な為、西海国立公園としても認定されています。
そして以前は漁業が大変活発で、近海的漁業、遠洋漁業と内外
より漁獲高も上がり大いに賑わっていました。しかし、国民の魚
ばなれ、あるいは地球温暖化により昔の面影は、今はもうありま
せん。そこで、漁業にかわって、建設業が勢いを増し、五島の経
済を引っ張ってまいりました。しかし、公共事業等の減少により、
その力が急激に衰えてまいりました。そこで、五島の生きる道は
交流人口の増加、つまりは観光産業の振興以外にないものと考
えております。それには、地元での焼酎製造は欠かす事は出来
ませんし、また、それが動き出す事により、経済効果は計り知れ
ないものがあり、地元での基幹産業にまで及ぶものと確信してお
ります。島民の力で育て上げたいと心より念願しているところで
す。その我々島民の切なる心情をお汲みとり頂き、何とか特産品
としての認可を頂きたく、お願い申し上げます。

C －

　酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取
れる程度の製造が可能な場合に限って付与する必要がある
ことから、酒類の製造事業において採算が取れるか否かを
判断するために最低製造数量基準を設けているものであり、
その基準を満たさない場合には、免許を付与しないという絶
対的な要件である。
　一方、酒税法第10条第10号の経営基礎要件は、免許の申
請者の資金力や経営能力等が十分でないと認められる場合
には免許の拒否ができるというものである。
　仮に、免許申請時に資金力等が十分であると認められたと
しても、最低製造数量基準を満たさない場合には、酒類の製
造事業において採算が取れなくなることは十分に考えられる
ところであり、その場合には税の保全に支障をきたすことに
なる。また、免許申請時の経営基礎要件では、免許申請者
が行う事業全体の将来的な経営状況や財務状況を判断す
ることは不可能である。
　したがって、酒類の製造事業において採算が取れるか否
かは最低製造数量基準により判断する必要がある。また、こ
の最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に
対する回答で示したとおり、滞納の発生や密造の横行など、
酒税制度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類
を限定して特例措置を講ずることとしたものである。

貴省の回答では、「免許
申請時の経営基礎要件
では、免許申請者が行
う事業全体の将来的な
経営状況や財務状況を
判断することは不可能
である」とあるが、もてな
し用に少量の製造を行
う者については免許の
更新の都度財務状況を
判断すればよいのでは
ないか、この点を踏まえ
再度検討し回答された
い。併せて右の提案主
体の意見も踏まえ再度
検討し回答されたい。

○本提案の主たる目的は、酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通
達第１０条第１１号関係２の（４）（免許の需給調整要件）の規定によ
り、酒税保全の名目で実質的に新規参入の道が閉ざされている現状
において、公共事業費の縮減に伴う雇用の減少により、さらに人口流
出が予想される当地域で、地元の特産物であるさつまいもと麦を使っ
た焼酎の製造販売を実現し、若者の雇用の場の創出、地産地消や観
光振興などによる地域の活性化を図ろうとするものである。
○また、酒税法第７条第２項（酒類の製造免許の最低製造数量基準）
に関する提案は、酒類の製造事業が採算を取れるようになるまでの
間、つまり事業が軌道に乗るまでの間（免許取得後の一定期間（５年
間程度））に限ってのものである。
○さらに、五島には焼酎会社がないため、地元の特産物を使った焼
酎の製造を、本土の焼酎会社に委託するにしても、離島であるが故
に、本土地域と比べて輸送コストが高くなり、商売として継続すること
は不可能である。
○これらの点をご考慮いただき、何卒、本提案を認めていただきます
よう、再度ご検討をお願いします。

Ｃ －

　再検討要請までに回答したとおりであるが、現行
の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその
性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流
通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなど
については、既に各地で製造されており、製造委
託が可能であることや、保存や流通も容易である
ことなどから、対象酒類は濁酒に限定されているも
のである。
　なお、一般に酒類の製造は相当の設備投資を伴
うものであることから、事業の継続性を勘案して現
行法では更新制を採用していない。

1296 12961010
個人、個
人、個
人、個人

「うんまか
焼酎・五
島」の製造
販売によ
る五島活
性化プロ
ジェクト

五島の活性化を目的に、地元の特産物
であるさつまいもと麦、七岳山系の湧
水を使って純五島産の焼酎「うんまか
焼酎・五島」の製造販売を行う場合に
は、酒税法第７条第２項の規定による
酒類製造免許の最低製造数量基準
（しょうちゅう乙類においては、１年
間の製造見込数量が１０キロリットル
以上）に特例を設け、数量基準を零に
する。また、酒税法及び酒類行政関係
法令等解釈通達第１０条第１１号関係
２の（４）の規定（免許の需給調整要
件）を適用しない。

財務省 0730110
酒類の製造
免許の要件
緩和

酒税法第7
条第2項

　酒類を製造しようとする者は、製
造しようとする酒類の種類別に、
その製造場の所在地の所轄税務
署長の免許を受けなければならな
い。酒類の製造免許は、一年間の
酒類の製造見込数量が次に掲げ
る数量に達しない場合には、受け
ることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロ
リットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリッ
トル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリット
ル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリット
ル
　十一　雑酒　六キロリットル

c
d-2

-

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取
れるか否かといった観点から、製造コストを回収するのに
必要な水準として設けられているものであり、この免許要
件の特例を設ける場合には、採算が取れない小規模製
造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態
の把握が困難となることに伴う密造の横行など、酒税制
度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類や適
用対象者を限定して特例措置を講ずることとしたもので
ある。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁
酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で
流通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなどにつ
いては、既に各地で製造されており、製造委託が可能で
あることや、保存や流通も容易であることなどから、対象
酒類は濁酒に限定されているものである。
　なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することにつ
いては、現行法上、特に制約はない。
　また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが
低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを回収す
ることも容易であるなど、酒税の納税に支障をきたすこと
は少ないのではないかと考えられたことや、農家民宿等
での濁酒の提供を通じ、グリーンツーリズムが推進され、
地域の活性化にも資すると考えられたことから、対象者
は農家民宿等を併せ営む農業者に限定されているもの
である。
　なお、濁酒の製造については、特区の特例により対応
可能である。

貴省の回答では、「製
造コストを回収するの
に必要な水準」とある
が、この点については
免許申請時に免許要
件の経営基礎要件で
個別に判断することは
困難なのか、この点を
踏まえ再度検討し回
答されたい。併せて右
の提案主体の意見を
踏まえ、再度検討し回
答されたい。

本地域提案では濁酒（どぶろく）に加え、ビールの製造についても酒税製造
免許の要件緩和を求めているところだが、「濁酒は、その性質上、長期保存
が困難であり、特区外で流通する可能性も低い」という理由で、その製造に
ついて特区の特例により対応が可能であるという回答をいただいたものの、
ビールについては「ワインなど」という括りで、「製造委託が可能であること
と、流通や保存も可能であるという理由で当該特例の適用が認められない」
との回答があったが、本地域でビールの製造に係る特例を求める意見は次
のとおりである。濁酒とビールは原材料の違いはあるが同じ醸造酒であり、
清酒において原材料を発酵させた段階でろ過・熱処理を行わないのが濁酒
であり、ビールにおいて同様の工程で熱処理を行わず、酵母を生かした処理
がされているのが、いわゆる「地ビール」と言える。「地ビール」は冷蔵保存な
ど技術の導入はあるものの、製造工程の点や、基本的には地域で造られ、
その地域で売られ、飲まれる酒であるなど濁酒と共通な点が多い。「地ビー
ル」は日持ち等の点で弱点があるが、だからこそ製造した地域で、名産とし
て売られるなど地域経済の活性化、知名度アップにも一役買っているのは周
知である。本地域の構想では、そうした「地ビール」の特産品としての効果と
あわせて、地元産の麦使用による地産地消の推進、さらには製造・販売施
設についても農業体験施設等と一体的に整備し、ここでの直販により、多く
の方に地域農業に触れ合える場を提供するなど農業振興面での効果を期
待しているところである。こうした構想に沿った本地域独特の「地ビール」製
造・販売を目指していることから、流通・販売の点で特殊であること、また地
元からの雇用の拡大や地元産の原材料にこだわった製造など、酒造会社へ
の製造委託に馴染まないなどの点で、濁酒と同様に「地ビール」製造につい
ても特区による特例措置を求めるものである。

C －

　酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取
れる程度の製造が可能な場合に限って付与する必要がある
ことから、酒類の製造事業において採算が取れるか否かを
判断するために最低製造数量基準を設けているものであり、
その基準を満たさない場合には、免許を付与しないという絶
対的な要件である。
　一方、酒税法第10条第10号の経営基礎要件は、免許の申
請者の資金力や経営能力等が十分でないと認められる場合
には免許の拒否ができるというものである。
　仮に、免許申請時に資金力等が十分であると認められたと
しても、最低製造数量基準を満たさない場合には、酒類の製
造事業において採算が取れなくなることは十分に考えられる
ところであり、その場合には税の保全に支障をきたすことに
なる。また、免許申請時の経営基礎要件では、免許申請者
が行う事業全体の将来的な経営状況や財務状況を判断す
ることは不可能である。
　したがって、酒類の製造事業において採算が取れるか否
かは最低製造数量基準により判断する必要がある。また、こ
の最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に
対する回答で示したとおり、滞納の発生や密造の横行など、
酒税制度の根幹に影響を与えかねないことから、対象酒類
を限定して特例措置を講ずることとしたものである。

貴省の回答では、「免許
申請時の経営基礎要件
では、免許申請者が行
う事業全体の将来的な
経営状況や財務状況を
判断することは不可能
である」とあるが、もてな
し用に少量の製造を行
う者については免許の
更新の都度財務状況を
判断すればよいのでは
ないか、この点を踏まえ
再度検討し回答された
い。

Ｃ －

　再検討要請までに回答したとおりであるが、現行
の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその
性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流
通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなど
については、既に各地で製造されており、製造委
託が可能であることや、保存や流通も容易である
ことなどから、対象酒類は濁酒に限定されているも
のである。
　なお、一般に酒類の製造は相当の設備投資を伴
うものであることから、事業の継続性を勘案して現
行法では更新制を採用していない。

1486 14861010

愛知県
豊川市、
ひまわり
農業協
同組合、
豊川宝
飯地区
農政企
画協議
会

アグリート
エコサー
キュレー
ション構想
～農（ａｇｒｉ
ｃｕｌｔｕｒｅ）
と食（ｅａｔ）
と環境（ｅｃ
ｏｌｏｇｙ）の
循環（ｃｉｒｃ
ｕｌａｔｉｏｎ）
によるまち
づくり～

遊休農地の活用と民間活力の利活を図
ることを念頭に､､農産業の活性化、地
域雇用の促進､農作物の地産地消、顔の
見える安全安心な食の推進、新たな地
域資源の創出といった観点から､農業生
産法人以外の法人が農業へ参入し､且
つ、その法人が生産した農作物を原材
料として同法人が酒類を製造し、直営
の飲食店で提供することを可能とする
特例。
現行の規制の特例を一体的に活用した
特例とすることで手続きの簡素化を図
り、同時に現行の特例に付された条件
を緩和し､本地域における「農と食と環
境の循環」の推進に寄与する法人であ
れば積極的に参画することを可能とし､
地域の雇用拡大を促すための特例とす
る。

財務省 0730120

地域の特産
物を利用し
た乙類焼酎
の免許の付
与に関しさ
つまいもを
認可の対象
とする緩
和。

酒税法第
10条第11
号
酒税法及
び酒類行
政関係等
解釈通達
第10条第
11号関係
の２

しょうちゅう乙類製造免
許のうちその他のしょう
ちゅう（かす取りしょう
ちゅう以外のもの）につ
いては、酒税の保全上酒
類の需給の均衡を維持す
る必要があるため、申請
製造場の所在する地域の
米、麦、さつまいも及び
そば以外の特産物を主原
料とし、かつ、販売先が
その地域に限定されてい
ると認められる場合に
は、免許を付与すること
としている。

C

 しょうちゅう乙類のうちその他のしょう
ちゅう（かす取りしょうちゅう以外のも
の）の製造免許については、製造しようと
するしょうちゅう乙類が、地域の特産物を
主原料とし、かつ、販売先がその地域に限
定されていると認められる場合には、免許
を付与することとしている。地域の特産品
とは、一般的に当該地域における特産品と
して認知されている産品であるが、さつま
いもは、広く全国的に栽培可能であり、地
域の特産品として認知されているものとは
認めがたい。

焼酎の需要が増加し
ていることを踏ま
え、地元産のさつま
いもを原料とする場
合に焼酎の製造を認
めることはできない
か再度検討し、回答
されたい。併せて右
の提案主体の意見を
踏まえ、再度検討し
回答されたい。

･今回の提案は、さつまいもが特産品であるか否かを議論しているのではない。しょうちゅう乙
類製造免許のうちその他のしょうちゅう（かすとり焼酎以外のもの）の製造に関し、酒税の保
全の名目で実質的に新規参入の道を閉ざしている事を、農業の振興、地域の活性化の為
に、条件付で緩和してはいかがなものかとの提案である。よって財務省側の対応策の再検討
をお願いしたい。･平成10年の清酒の課税移出数量は、1,102,159kl　焼酎（甲類、乙類合計）
は、681,488kLである。それに比し平成14年度は、清酒906,973KL（対平成10年比82％）　焼
酎790,253KL（対平成10年比116％)である。この数字から明らかなように、中小焼酎製造者
保護及び酒税の保全を理由にした新規参入の否認可は、理屈に合わないのではないであろ
うか？逆に、清酒の製造業者は、現在売上の低迷に苦慮しており、多くの業者が焼酎製造
事業への参入を望んでいる。実質、焼酎製造参入に一番近いのは、清酒製造業者である。
これらの業者に焼酎製造への道が開ければ、低迷している中小の清酒製造業者の事業展
開に新たな活路が開けるはずである。今回の提案は、低迷する清酒業界にとっての一つの
モデルプランと考えられるはずである。このような観点から再検討をお願いしたい。･ひたちな
か市のほし芋生産は、日本全国の生産量の90％を占めている。その製造過程で発生する
くずのほし芋は、既に糖化されたデンプン質であり、貴重な資源である。この再利用は、農業
経営上更には、環境問題を考えても大きな価値がある。ここで発生するくずのほし芋は約５０
トンでありそこから製造可能な焼酎は、９０ＫＬ程度であり、これにより酒類の需給関係が崩
れ　酒税の保全にと問題が発生するとは想像できない。よって、今回の規制改革提案に関し
て、酒税の保全を大儀とする免許の否認は、いかがなものかと考える。・木内酒造合資会社
では、既に清酒、ビール、発泡酒、果実酒、そしてかすとり焼酎の製造免許を有し、実際の製
造設備を保有し製造を行っている。よって、さらにほし芋を材料にした焼酎の免許を取得した
場合でも、追加で発生する新規設備は殆どない。また、当社の経営状況、資産状況を見て
も、免許の新規取得が経営に悪い影響を及ぼすとは考えられない。製造する技術力に関し
ても、既存の製造酒類の鑑評会での実績等から十分なものであると思われる。また、販売力
に関しても、現在かすとり焼酎を約１５ＫＬ程度販売しており、同じチャンネルでの販売が見込
まれるために、最低製造数量以上の商品を販売できると確信できる。つまり新規
製造免許を付与する要件を全て満たす事が出来る。この様に、条件が整い明らかに新規参
入する事が自社に有利である事業に、背景が異なる時代に制定された法律が大きなしばり
となり参入出来ないのは、自由経済の現代に大きな矛盾であり、まさしく構造改革特区制度
の意義で有ると思う。よって対応策の再検討をお願いしたしたい。

C

　商品価値のないほし芋の有効利用が目的であれば、
既存のその他のしょうちゅう乙類の製造免許を受けて
いる者への委託製造が可能である。
　しょうちゅう乙類製造免許のうちその他のしょう
ちゅう（かすとり焼酎以外のもの）に関しては、製造
しようとする酒類が、特産品の特性を有するものであ
り、かつ、その製造及び販売見込数量から販売先が当
該地域に限定されていると認められる場合には、申請
に基づいて個々にその内容を検討の上、免許付与の可
否を決定することとしている。
　なお、さつまいもを主原料とするしょうちゅう乙類
の需給状況については、製造状況、消費状況及び流通
段階における在庫状況等を総合的に勘案して、また、
長期的に判断していく必要がある。
（参考）
　　その他のしょうちゅうは、主に熊本国税局管内の
製造場で製造されているが、熊本国税局の「しょう
ちゅう乙類製造業の概要」によれば、製成数量100KL以
下の製造者は、32.1％となっている。

貴省の回答では、
「長期的に判断して
いく必要がある。」
とあるが、提案者が
言うようにしょう
ちゅうの需要量は、
ここ数年間は増加傾
向ではないのか、増
加していないと判断
しているのなら、い
かなる判断基準に基
づき横ばいか、増加
かを判断するのか具
体的に示されたい。

まず、最初に清酒製造者が保有するしょうちゅう乙類製造免許の現状に関して意見
します。大きく分類すれば① その他の焼酎製造免許を保有する者、② かすとり焼
酎免許を保有する者、③ まるで保有しない者の3者に分類できます。この分類が生
まれた歴史的背景を調べると、昭和30年頃までは、ほとんどの清酒製造業者が、
しょうちゅう乙類の免許を保有し、かすとり焼酎を製造しておりました。しかしか
すとり焼酎の衰退と共に、当社を含むほとんどの業者は税務署の指導に従いその製
造免許を自主返還しました。しかし、当時返還をしなかった業者は、延々としょう
ちゅう免許を所有していたのであります。その後昭和50年代に清酒製造の副産物と
しての酒粕の処分の為に　新規に、かすとり焼酎なる分野が誕生し、焼酎免許を返
還した業者にも新規にかすとりの免許のみ与えられるようになったわけでありま
す。この様な経緯の結果、今までに一度たりともその他の焼酎を製造した事がない
にも関わらずその免許を保有している業者が多く存在し　逆に、きちんと酒税法を
遵守し免許を返還した業者にその道が閉ざされているのです。当社でも昭和30年ま
でしょうちゅうの製造免許を保有しておりました。さて、貴省の回答による既存免
許者への委託製造に関して　現在、ひたちなかＪＡ管内では、その他のしょうちゅ
う乙類の製造免許を受けている者は一切おりません。さらに所轄の太田税務署管内
でも、しょうちゅう乙類の製造免許を所有し、さらに自社にて蒸留設備を保有して
いる者はおりません。よって、この地域で製造を考えると、不可能であると言えま
す。勿論、芋焼酎を製造する主産地へ持参すればほしいも焼酎として副産物の利用
につながります。しかし、地域の特産品であるはずのほしいも焼酎の製造者が遠く
離れた地域では、その商品価値が大きく減退してしまいます。地域の農産物を、地
域で加工・消費して初めてその価値が見出せるものと思います。貴省の回答にもあ
るとおり、さつまいもを主原料とするしょうちゅう乙類の需給関係は、大きなひず
みがありますが、短期的視点での判断は、焼酎が熟成酒であることを考えますと大
きな危険が伴うと思います。しかし、今回この提案主体が考える「純ひたちなか産
ほしいも焼酎生産プロジェクト」は、材料が限定されそれにより年間の生産数量も
自ずと決まってくるものであり、業界及び既存免許者への影響を及ぼす心配も無い
と思います。また、この事例は、貴省の回答にあります長期的判断の一つの材料に
なると思います。以上より、この提案を検討いただき、ご判断いただけることをお願

Ｃ

 しょうちゅう乙類の課税数量は、現在、増
加傾向にあることは承知している。
しかし、「短期的視点での判断は、焼酎が

熟成酒であることを考えると大きな危険が伴
う」との提案者のご指摘のとおり、しょう
ちゅう乙類の需給状況については、消費数量
の伸びに対して、設備状況及びその稼動状況
に基づく供給能力がどのように対応している
か等に加え、流通段階における在庫状況等の
バランスを総合的に勘案する必要があり、こ
こ数年の急激な消費数量の伸びについては、
既存の供給能力で対応を図っているところで
あり、現時点において、需給調整要件を緩和
することは困難である。

1300 13001010

ひたちな
かＪＡ･株
式会社
幸田商
店･木内
酒造合
資会社

純ひたち
なか産ほ
しいも焼酎
生産プロ
ジェクト

酒税法第10条の規定には、酒税の保全
の為に税務署長は免許を与えない事が
ある。と規定されている。現在焼酎乙
類に分類されるいも焼酎は、酒税の保
全の名目でこの10条が適用され、実質
新規免許が付与されなくなっている。
また、例外として認められる地域の特
産品としての乙類焼酎に関しても、さ
つまいもを原料とする場合は除外され
る。つまりさつまいもを原料としたい
も焼酎製造事業は一切新規参入が出来
なくなっている。しかし、実際の市場
を見れば、いも焼酎ブームで、いも焼
酎の絶対量が不足し、偽ラベル等まで
出現する状況である。そこで、地域の
農業の振興及び、地域の活性化の為に
さつまいもを原料とした乙類焼酎の製
造免許を認可の対象とし　地場のいも
を材料にしたいも焼酎事業への新規参
入を認める。

財務省 0730130
酒税法の規
制緩和

構造改革
特別区域
法第24条
酒税法第9
条

〇特区内において農家民宿
等を併せ営む農業者が、自
ら生産した米を原料として濁
酒を製造する場合には、酒
類製造免許に係る最低製造
数量基準は適用しない。
〇酒類を販売しようとする者
は、販売場ごとに税務署長
の免許を受けなければなら
ない。

Ｄ－
１
Ｄ－
２

ー

　特区における酒税法の特例は、濁酒の提供場
所又は販売先について農家民宿等に限定して
いない。また、濁酒の製造場以外の場所におけ
る販売については、酒類販売業免許を取得すれ
ば可能である。

1263 12631010

青森県
八戸市、
（仮）
NPO法
人「農援
隊」

はちのへ
農援隊特
区構想

・特定農業者による濁酒の製造にあた
り、製造下限量の撤廃と特区地域内で
の濁酒販売事業を可能としたい。

財務省 0730140

米作等の加
工品、発酵
食品にかか
る酒税等規
制緩和

構造改革
特別区域
法第24条
酒税法第9
条

〇特区内において農家民宿
等を併せ営む農業者が、自
ら生産した米を原料として濁
酒を製造する場合には、酒
類製造免許に係る最低製造
数量基準は適用しない。
〇酒類を販売しようとする者
は、販売場ごとに税務署長
の免許を受けなければなら
ない。

Ｄ－
１
Ｄ－
２

ー

　特区における酒税法の特例は、濁酒の提供場
所又は販売先について農家民宿等に限定して
いない。また、濁酒の製造場以外の場所におけ
る販売については、酒類販売業免許を取得すれ
ば可能である。
　なお、構造改革特区推進のための基本方針に
おいて「従来型の財政措置を講じない」とされて
いるところであり、酒税法第22条を不適用等とす
ることについては、税制上の措置にあたるため、
検討要請事項の対象とはなり得ない。

1216 12162140

那須野ヶ
原土地
改良区
連合

人と自然
に優しい
地域環境
再生プロ
ジェクト

農家が民宿（民泊）及びイベント等で
「濁酒」として提供するものについて
は、酒類製造の規制対象外としていた
だきたい。
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０７　財務省（特区）

省庁名
管理
コード

規制の特
例事項名

該当法
令等

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の分
類」の見直
し

「措置の内
容」の見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例提
案事項管理
番号

提案主
体名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

規制の特例事項の内容

財務省 0730150

　酒税につ
いての納税
申告の簡素
化

酒税法第
30条の２、
第30条の
４

〇酒類製造者は、その製造
場ごとに、毎月、課税標準数
量、酒税額等を記載した申
告書を翌月末日までに所轄
税務署長に提出しなければ
ならない。
〇申告書を提出した酒類製
造者は、申告に係る酒類を
移出した日の属する月の末
日から２月以内に酒税を国
に納付しなければならない。

c -

　酒税は、消費者からの預り金的性格を有して
いることから、毎月、申告・納税を行っていただく
こととしているところであり、酒類製造者は、製造
規模の大小や本業か副業かを問わず、酒税の
納税義務者として、酒税の申告・納税を適正に
履行していただくことが必要である。

提案の主旨も踏ま
え、回数等簡素化で
きないか検討し回答
されたい。併せて右
の提案主体の意見も
踏まえ、再度検討し
回答されたい。

３度目の提案であるが、毎回同じ回答しかいただけない。酒税の
製造免許の要件が緩和されることが当然の前提となるが、年一
回もしくは半年毎に申告・納付で可能なように『もてなし用ハウス
ワインに限り』特例措置をお願いしたい。現実的に煩雑で多岐に
わたる手続きを農家等ができるのか。また、やってまで造るかと
いうのが問題である。なお、どぶろく特区について農家がどぶろく
を現実に造るようになってきたのか、また、現状の法律下で納税
申告しているのかなどの情報をお教え願いたい。その状況が把
握できれば、この問題が杞憂であるか、否かが確認できる。

C －

　検討要請において回答したとおりである
が、酒税は、消費者からの預り金的性格を有
していることから、毎月、申告・納税を行っ
ていただくこととしているところであり、酒
類製造者は、製造規模の大小や本業か副業か
を問わず、酒税の納税義務者として、酒税の
申告・納税を適正に履行していただくことが
必要である。
　なお、現行の酒税法の特例の適用を受けて
「特定農業者による濁酒の製造事業」を行っ
ている製造者においては、現行の制度のもと
申告・納税を行って頂いている。

1232 12321021

大分県、
安心院
町、安心
院町グ
リーン
ツーリズ
ム推進
協議会、
安心院
町グリー
ンツーリ
ズム研
究会

ハウスワ
イン（自家
製果実酒）
特区

　酒類の製造要件の緩和と同時に、も
てなし用ワインに係る税申告・記帳義
務については、酒造業者同様の手続き
をとらず、年一回申告・納付等へ簡素
化することが実効ある特区となる。

財務省 0730160

　酒税につ
いての記帳
義務の簡素
化

酒税法第
46条

〇酒類製造者等は、製造、
貯蔵、販売又は保税地域か
らの引取りに関する事実を帳
簿に記載しなければならな
い。

Ｄ－１ －

　酒税は申告納税制度を採用しており、適正な
申告納税を行っていただくとともに、申告内容の
事後的確認に資するため、原料の使用実績や
製造・出荷の実績などの必要最小限の事項につ
いて記帳義務を課しているところであり、酒類製
造者は、酒税の納税義務者として、記帳義務を
適正に履行していただくことが必要である。
　なお、法令解釈通達において、製造場の構
造、設備又は製造操作の特殊性等から、主に製
造過程に関し記帳ができない事項（例えば仕込
み前後の容器の液面までの深さなど）について
は、その記帳を省略することができることとされ
ており、これを踏まえ製造者の実状に即して対
応することとしている。

1232 12321022

大分県、
安心院
町、安心
院町グ
リーン
ツーリズ
ム推進
協議会、
安心院
町グリー
ンツーリ
ズム研
究会

ハウスワ
イン（自家
製果実酒）
特区

　酒類の製造要件の緩和と同時に、も
てなし用ワインに係る税申告・記帳義
務については、酒造業者同様の手続き
をとらず、年一回申告・納付等へ簡素
化することが実効ある特区となる。

財務省 0730170

旭川空港の
通関、検疫
（C.I.Q)業
務を民間に
委託する。

関税法第
１０５条

　旭川空港における国際
チャーター便等に係る税
関業務については、近隣
の札幌税関支署及び留萌
税関支署から職員を派遣
して対応している。

C －

　税関業務は、適正かつ公平な関税等の賦
課徴収とともに不正薬物等の社会悪物品等
の密輸取締り、テロ対策や大量破壊兵器の
拡散防止等のため、我が国に輸出入される
全ての貨物を国境で管理する一連の業務
（ボーダーコントロール）であり、国民の
権利義務に直接影響を及ぼす国家固有の公
権力の行使であることから、国が行うべき
業務である。
　従って、民間企業に、この業務を委託す
ることは考えていない。
　なお、現状をみると、旭川空港における
税関業務については、札幌税関支署及び留
萌税関支署から職員を派遣して、支障なく
対応してきている。

1035 10351010 個人

旭川空港
に通関、
検疫体制
を整える。

所管官庁職員のみで実施されている規
制を撤廃する。

財務省 0730170

旭川空港の
通関、検疫
（C.I.Q)業
務を民間に
委託する。

関税法第
１０５条

　旭川空港における国際
チャーター便等に係る税
関業務については、近隣
の札幌税関支署及び留萌
税関支署から職員を派遣
して対応している。

C －

　税関業務は、適正かつ公平な関税等の賦
課徴収とともに不正薬物等の社会悪物品等
の密輸取締り、テロ対策や大量破壊兵器の
拡散防止等のため、我が国に輸出入される
全ての貨物を国境で管理する一連の業務
（ボーダーコントロール）であり、国民の
権利義務に直接影響を及ぼす国家固有の公
権力の行使であることから、国が行うべき
業務である。
　従って、民間企業に、この業務を委託す
ることは考えていない。
　なお、現状をみると、旭川空港における
税関業務については、札幌税関支署及び留
萌税関支署から職員を派遣して、支障なく
対応してきている。

1035 10352010 個人

旭川空港
に通関、
検疫体制
を整える。

関係所管官庁に依る、研修等の支援を
頂き、民間に依る（C.I.Q)業務の処理
を行い一日も早く飛行場の機能を充分
に活用する事で地域経済の活性化を目
指す。

財務省 0730180

ＣＩＱ業務
への地方公
共団体職員
の派遣

関税法第
１０５条

　地方空港における国際
チャーター便等に係る税
関業務については、近隣
の税関官署から職員を派
遣して対応している。

C －

　税関業務は、適正かつ公平な関税等の賦
課徴収とともに不正薬物等の社会悪物品等
の密輸取締り、テロ対策や大量破壊兵器の
拡散防止等のため、我が国に輸出入される
全ての貨物を国境で管理する一連の業務
（ボーダーコントロール）であり、国民の
権利義務に直接影響を及ぼす国家固有の公
権力の行使であることから、国が行うべき
業務である。
　従って、地方公共団体職員に、この業務
を委託することは考えていない。
　なお、国際チャーター便が到着する等行
政需要が生じた場合には近隣の税関官署か
ら職員を派遣して、支障なく対応してきて
いる。

右の提案主体の意見
も踏まえ、再度検討
し回答されたい。

・道内地方空港では、地域経済活性化のため、自治体や経済団
体が積極的に国際チャーター便の誘致活動を展開してきたこと
により、平成１２年度後半から国際チャーター便が急増している。
現状では、運航時に空港の最寄りのＣＩＱ機関の出張所等の職員
の出張体制により対応している状況であるが、同日、複数の空港
にチャーター便が離発着する場合は、対応不可能と思われる。そ
のため、今後さらに増加が見込まれる国際チャーター便の対応
のため、地方公共団体職員がＣＩＱ業務の一部を実施することが
できるよう再考願いたい。

C －

　税関業務は、適正かつ公平な関税等の賦課
徴収とともに不正薬物等の社会悪物品等の密
輸取締り、テロ対策や大量破壊兵器の拡散防
止等のため、我が国に輸出入される全ての貨
物を国境で管理する一連の業務（ボーダーコ
ントロール）であり、国民の権利義務に直接
影響を及ぼす国家固有の公権力の行使である
ことから、国が行うべき業務である。
　従って、地方公共団体職員に、この業務を
委託することは考えていない。
　なお、地方空港における税関業務について
は、行政需要の多い空港には税関官署を設置
して職員を配置するとともに、それ以外の空
港においても国際チャーター便が到着する等
行政需要が生じた場合には近隣の税関官署か
ら職員を派遣して、適切に対応してきている
ところである。よってＣＩＱ業務のうち少な
くとも税関業務に関する限りは、ご提案のよ
うな措置を講じる必要はないと考えている。

右の提案主体の意見
を踏まえ再度検討
し、回答されたい。

　道内空港における国際チャーター便に係るＣＩＱ業務につい
ては、運航時に空港の最寄りＣＩＱ機関の出張所等の職員の出
張体制により対応している状況であるが、平成１６年度の道内
空港の国際チャーター便の実績は、１，００１便（６月末現
在、対前年１９１．６％）と大幅に増加しており、新千歳空港
を除く空港は前年の２倍を超える運航が予定されている。この
ため、地域の国際観光振興に寄与するためにも地方公共団体職
員がＣＩＱ業務の一部を実施できるよう再考願いたい。

C －

　税関業務は、適正かつ公平な関税等の賦課
徴収とともに不正薬物等の社会悪物品等の密
輸取締り、テロ対策や大量破壊兵器の拡散防
止等のため、我が国に輸出入される全ての貨
物を国境で管理する一連の業務（ボーダーコ
ントロール）であり、国民の権利義務に直接
影響を及ぼす国家固有の公権力の行使である
ことから、国が行うべき業務である。
　従って、地方公共団体職員に、この業務を
委託することは考えていない。
　なお、地方空港における税関業務について
は、行政需要の多い空港には税関官署を設置
して職員を配置するとともに、それ以外の空
港においても国際チャーター便が到着する等
行政需要が生じた場合には近隣の税関官署か
ら職員を派遣して、適切に対応してきている
ところである。よってＣＩＱ業務のうち少な
くとも税関業務に関する限りは、ご提案のよ
うな措置を講じる必要はないと考えている。

1580 15802010 北海道
外国人観
光客倍増
プラン

ＣＩＱ機関が繁忙期など現在の人員体
制で対応できない場合に地方公共団体
の職員がその業務を行うことができる
ようモデル的に国からの受託事務とし
て、ＣＩＱ業務に必要な実務知識・技
術等に関する研修を受けた地方公共団
体職員がＣＩＱ業務の一部を実施す
る。

財務省 0730190

退職者（Ｏ
Ｂ職員）を
対象とした
嘱託員によ
るＣＩＱ体
制の整備

関税法第
１０５条

　七里長浜港における外
国貿易船等の入港等に係
る税関業務については、
近隣の青森税関支署から
職員を派遣して対応して
いる。

C －

　七里長浜港については、外国貿易船等の
入港隻数が少なく、職員（ＯＢの再雇用を
含む。）を配置するよりも近隣の青森税関
支署から職員を派遣して処理する対応が効
率的である。
　なお、同港における税関業務について
は、これまでも青森税関支署から職員を派
遣して、支障なく対応してきている。

1155 11552010 青森県

七里長浜
港を中核
とした国際
物流活性
化構想

開港となった場合、新たにＣＩＱ関係
職員を配備する必要があるが、地方港
湾等への配備については、人員の確
保・調整が容易でないことが予想され
ることから、退職者（ＯＢ職員）を対
象とした嘱託員によるＣＩＱ関連業務
の実施を提案する。

5/9



０７　財務省（特区）

省庁名
管理
コード

規制の特
例事項名

該当法
令等

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の分
類」の見直
し

「措置の内
容」の見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例提
案事項管理
番号

提案主
体名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

規制の特例事項の内容

財務省 0730200
開港指定基
準の緩和

関税法第
2条、第
67条の2
関税法施
行令第1
条、第59
条の3

　関税法上、開港であっ
ても、不開港であって
も、輸出入される取扱品
目に何らの差はない。
　また、関税法上の開港
は、監視取締り、通関等
の業務を集中させること
によって、効率的・効果
的な税関行政の執行を確
保するためのものであ
る。

E -

　本船又は艀に外国貨物を積んだままの状態で輸入
申告を行うことができる「本船扱い」又は「ふ中扱
い」の制度については、本船が開港に入港した場合
であっても、不開港に入港した場合であっても、対
象品目などの要件は同一である。従って、不開港で
あるからといって、輸出入される取扱品目が制限さ
れることはない。
　
　関税法上の開港は、国民の安全・健康等を確保す
る観点から、監視取締り、通関等の業務を集中させ
ることによって、効率的・効果的な税関行政の執行
を確保するためのものであるが、開港とするか否か
については、外国貿易船の入港隻数、輸出入申告件
数等の実績のほか、定員事情等を総合的に考慮して
判断しているところである。
　七里長浜港については、近年、外国貿易船の入港
は僅少（年間１～３隻）であり、現時点では、まと
まった行政需要があるとは判断できず、直ちに開港
指定を行うことは困難である。
　いずれにしても、七里長浜港に外国貿易船が入港
する場合には、管轄の青森税関支署において適切に
対処してまいりたい。

右の提案主体の意見
について、回答され
たい。

不開港においても他所蔵置の許可を受けることで、開港同様の品目を取扱
いできることから、「開港であっても不開港であっても輸出入される取扱品目
に何ら差はない」という回答は理解できるものであるが、七里長浜港におい
ては他所蔵置の許可を受けるための要件を満たすことが非常に困難であ
り、現状においては、「本船扱い、ふ中扱い」の取扱品目の輸出入に限られ
ている。このことが申請書の「七里長浜港は不開港であるため、本船扱い及
びふ中扱いという例外規定にある限定された品目を扱うにとどまり、利用・利
便性が著しく損なわれている」という部分に込められている。他所蔵置の許
可要件の緩和をすることで、同港周辺地域における輸出入品目の増加の可
能性が増し物流が発生すると想定できる。また、不開港である同港に外国貿
易船が入港するためには、開港において不開港に入港するための許可手続
きをとらなければならず、これにより輸送日数の増加や、輸送コストの増加
等利用者に対して不利益を与えていることから、現状においては七里長浜
港の利活用に結びつかないのである。また、対外的にも七里長浜港が開港
と同程度の利便性を確保することができれば、同港の利用促進につながり、
更なる同港及び周辺地域の活性化にもつながるものである。この現状の中
で同港の利活用と周辺地域の活性化を図るために特区申請をしたものであ
るが、今回の回答を受けて、申請の主旨が正確に表現できなかったことで、
事実誤認であるという誤解を招いたのではないかと感じたことから、改めて
事実確認をし、①他所蔵置許可について許可要件の緩和。②外国貿易船舶
の開港を経由しない七里長浜港への入港の許可ということについて再度意
見提出するものである。

①D-1

②C
-

①　不開港に外国貿易船が入港する場合において、そ
の周辺における保税地域の設置状況等からみて、外国
貨物を保税地域以外の場所に置くことがやむを得ない
と認められるときには、他所蔵置の許可を行っている
ところである。

②　関税局・税関としては、開港に職員を集中し、船
長に対する入港尋問及び臨船による船内検査等を可能
とするための取締体制を整備し、外国貿易船の入港を
このような取締体制が整備された開港に集中させるこ
とを原則とすることにより、限られた人員の下で、外
国貿易船の取締りの実効性の確保を図っている。
　  一方、不開港にはそのような取締体制が整備され
ていないため、水際取締りの実効性を確保する観点か
ら、一旦、取締体制の整備された開港に入港させた上
で船舶の状況を把握し、不開港入港の許可を与えるこ
ととしている。
  仮に、外国貿易船の入港先が不開港にも拡大される
こととなると、これまでの開港における集中的な監視
取締りは困難となるため、関税局・税関としては、取
締体制が整備されていない港である不開港に、外国貿
易船の開港を経由しない入港を認めることはできな
い。

1155 11551010 青森県

七里長浜
港を中核
とした国際
物流活性
化構想

２年間続けて、年間輸出入と取扱額５
千万かつ、外国貿易船の入出港隻数の
合計が１１隻をこえるという開港基準
を同港において適用除外にする。

財務省 0730210

日高港を活
用した地域
産業の活性
化構想

関税法第
2条
関税法施
行令第1
条

　関税法上の開港は、監
視取締り、通関等の業務
を集中させることによっ
て、効率的・効果的な税
関行政の執行を確保する
ためのものである。

C -

　関税法上の開港は、国民の安全・健康等
を確保する観点から、監視取締り、通関等
の業務を集中させることによって、効率
的・効果的な税関行政の執行を確保するた
めのものであるが、開港とするか否かにつ
いては、外国貿易船の入港隻数、輸出入申
告件数等の実績のほか、定員事情等を総合
的に考慮して判断しているところである。
　日高港については、近年、外国貿易船の
入港は皆無であり、現時点では、まとまっ
た行政需要があるとは判断できず、直ちに
開港指定を行うことは困難である。
　いずれにしても、日高港に外国貿易船が
入港する場合には、管轄の和歌山税関支署
下津出張所において適切に対処してまいり
たい。

右の提案主体の意見
を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

　関税法上の開港に指定されていなくても、不開港入港手続を行
い、２港目以降で入港することは可能である。しかし、企業は、諸
条件の整った港湾を選別して入港先を決めており、２港目以降で
の入港は、１港目での入港に比べて、時間的、費用的な面での
損失が大きいため、地元企業の競争力が奪われることとなる。
　近年の厳しい社会経済情勢の中で、地域が自助努力して、地
域経済が浮揚するためにも規制の撤廃は必要不可欠と考えてい
る。

C -

　既にご回答したとおり、関税法上の開港
は、国民の安全・健康等を確保する観点か
ら、監視取締り、通関等の業務を集中させる
ことによって、効率的・効果的な税関行政の
執行を確保するためのものである。
  すなわち、開港に職員を集中し、船長に対
する入港尋問及び臨船による船内検査等を可
能とするための取締体制を整備し、外国貿易
船の入港をこのような取締体制が整備された
開港に集中させることを原則とすることによ
り、限られた人員の下で、外国貿易船の取締
りの実効性の確保を図っているものである。

右の提案主体の意見
を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

関税法の趣旨は理解できます。しかし、全国的には景気が上向
きになってきたとはいえ、地方では未だに厳しい経済状況にあ
ります。地域経済が浮揚するためにも、港の利活用を促すよう
な特例措置の適用が必要不可欠であると考えています。再度、
ご検討をお願いします。

C -

　既にご回答したとおり、関税法上の開港
は、国民の安全・健康等を確保する観点か
ら、監視取締り、通関等の業務を集中させる
ことによって、効率的・効果的な税関行政の
執行を確保するためのものである。
　日高港については、現時点では、まとまっ
た行政需要があるとは判断できず、そのよう
な港を開港することは、現下の厳しい行財政
事情の下、行政効率の面で問題があり、開港
指定を行うことはできないことをご理解願い
たい。

1430 14302010
和歌山
県

日高港を
活用した
地域産業
の活性化
構想

【構想の概要】
　日高港（塩屋地区）を開港、出入国港、植物検疫
港に指定し、輸入木材船等の入港手続簡便化を図る
ことにより、他港との競争力を強化し、原木を中心
とした港湾取扱貨物の増加と、背後地域の産業の活
性化を図る。

【適用する支援措置】
　外国貿易を対象として整備した港湾については、
供用開始以降、外国船舶の定期的な入出港が認めら
れる場合、速やかに、開港指定、出入国港指定、植
物検疫港指定を行うよう、運用を見直しする。

【支援措置適用スケジュール】
　平成１７年度当初から

【地域の特性】
　日高港は、御坊市周辺の地場産業である木材の取
扱いを中心に利用されてきたが、既設の港湾施設
（西川地区）は、水深が浅く大型船が接岸できない
こと、背後地が狭隘で荷さばき地が十分確保できな
いことなどから、非効率な輸送形態を強いられてき
た。こうしたことから、塩屋地区に大型船が接岸で
きる岸壁を備えた港湾が整備され、平成１６年４月
に供用を開始した。

【想定される効果】
　原木を中心とした輸入貨物の取扱いが増え、港湾
及び背後地域の活性化につながる。

財務省 0730220

通関業務の
時間外手数
料である臨
時開庁手数
料の見直し

構造改革
特別区域
法第25条
構造改革
特別区域
法施行令
第6条

　地方公共団体が、その
設定する特区であって行
政機関の休日又はこれ以
外の日の税関の執務時間
外において外国貨物又は
輸出をしようとする貨物
の積卸し又は運搬をする
ことができる港湾施設又
は空港施設が所在するも
のにおける臨時開庁承認
の回数が一年を通じて相
当数あることが見込まれ
る場合に該当し、かつ、
貿易の振興に資するため
特に必要があるものとし
て財務大臣が定める場合
に該当するものと認めて
内閣総理大臣の認定を申
請し、その認定を受けた
とき、その構造改革特区
において臨時開庁手数料
に関する特例措置が適用
される。

C ―

　臨時開庁手数料は、臨時開庁に要する費
用を勘案して定めているが、特区における
「臨時開庁手数料の軽減による貿易の促進
事業（７０１）」では、外国貨物の取卸し
等のできる港湾施設又は空港施設におい
て、港湾又は空港関係者が貿易の振興に資
するための施策を講じ、その効果が得られ
る場合には、例外として、その額を２分の
１としている。
　インランド･デポは、港湾施設又は空港施
設と一体として機能するものであり、イン
ランド･デポで取扱われる貨物は必ずいずれ
かの港湾施設又は空港施設で取卸し等が行
われている。したがって、インランド･デポ
に例外措置を適用するには、港湾施設又は
空港施設とあわせて特区とする必要があ
る。

臨時開庁承認件数の
要件を満たし、イン
ランドデポの所在す
る自治体において国
際物流を支援するた
めの施策を講じてい
る場合、臨時開庁手
数料の軽減が図られ
ないか再度検討し、
回答されたい。

C -

  本特例措置の趣旨は、本特例措置を契機に
官民の物流の効率化への取組みを促し、物流
の効率化に資するものである。物流の効率化
を図るためには、外国と国内の空港・港湾と
の輸送、空港･港湾における航空機･船舶から
の貨物積卸し、空港･港湾での荷捌き等につい
て措置が必要であり、それに加えインランド
デポの場合には、インランドデポでの荷捌き
等、貨物の流れ全般について総合的かつ一体
的な措置が必要であると考えている。
  インランドデポは、以前回答したとおり、
空港施設や港湾施設と一体として機能するも
のであり、外国と国内の空港・港湾との輸
送、空港･港湾における航空機･船舶からの貨
物積卸し、空港･港湾での荷捌き等を考慮せ
ず、物流の一部分であるインランドデポでの
荷捌き等のみを取り出すことは、本特例措置
の趣旨からみて相応しくない。

1355 13551010
茨城県、
栃木県、
群馬県

広域連携
物流特区

インランド・デポ(内陸通関拠点)につ
いて，開港又は税関空港と同様に一定
の要件を満たしていれば，開港又は税
関空港と一体となった特区内でなくて
も，単体で臨時開庁手数料半額の対象
とする。

財務省 0730230
税関執務時
間外体制の
強化

構造改革
特別区域
基本方針
別表１
財関第
509号
（通達）

　特区における「税関の
執務時間外における通関
体制の整備による貿易の
促進事業（７０２）」に
より、横浜港について
は、平成１５年４月から
税関の執務時間外におけ
る通関体制を整備し、一
定の時間帯に職員を常駐
させている。職員を常駐
させる基準は、行政上の
不要なコストを避けるた
め、臨時開庁が確実に見
込める時間帯（例えば、
１時間あたり１件以上の
臨時開庁申請があるこ
と）とされている。

C ―

　横浜港全体における税関の執務時間外の
臨時開庁承認件数は、特区認定後本年３月
までで、最も多い時間帯の平日夜間で１時
間あたり約1.4件、最も少ない日曜日で1時
間あたり約0.05件である。この現状を踏ま
えると、対象官署を拡大することは特区の
職員を常駐させる基準に該当しなくなると
ともに、不要な行政コスト増を招くと考え
られる。

右の提案主体の意見
も踏まえ、再度検討
し回答されたい。

　港湾の24時間化への対応については、税関の開庁制度が
浸透してきたことや、植物検疫、動物検疫等の各官庁の体
制が整いつつあることから、従来、夜間・土日等に通関手
続きをできなかった貨物の需要が見込まれること。また、
本年４月１日から実施された臨時開庁手数料の軽減にあわ
せ手続き件数が多くなってきていることなどから、臨時開
庁窓口が各ふ頭の出張所で開設されることでより利便性が
高まり、制度の利用促進が図られるものと考えます。ま
た、横浜港においては本年７月に国土交通省より「スー
パー中枢港湾」の指定を受けたことにより、24時間化や
リードタイム短縮への体制強化が求められていることから
再度、検討をお願いします。

C -

  不要な行政コストを避け効率的に行政サー
ビスを提供するには、現実の需要に的確に対
応する必要がある。
　横浜港の場合、本年３月までの状況と大き
く需要が変化するとは想定されないこと、及
び各出張所に執務時間外の通関体制を整備す
ることは、これまでの数倍のコストとなるこ
とを合わせ考えると要請に応じることは困難
である。

1368 13681090
神奈川
県横浜
市

国際物流
特区

横浜港における税関の執務時間外対応
官署の拡大

財務省 0730240

船舶の入港
に係わる税
関への提出
書類につい
ての提出期
限の緩和

関税法第
１５条第
１項

外国貿易船が開港に入港し
たときは、船長は、入港の時
から二十四時間以内に入港
届、積荷目録、船用品目録、
旅客氏名表及び乗組員氏名
表を税関に提出しなければ
ならない。

Ｄ-1

　税関は、覚せい剤など社会悪物品等の密輸取締り
の実効性を確保する観点から、接岸中の船舶だけで
なく、沖合いに停泊する船舶についても、入港届等
に記載されている仕出港や乗組員構成等の状況を把
握することにより、必要かつ的確な水際取締りを行
う必要があり、当該提案については、取締り上重大
な支障が生じることとなることから、認めることは
困難である。
　（注）セキュリティの確保の観点から、早期の情
報入手が国際的な流れであり、我が国においても、
平成１６年度の関税法改正において、外国貿易船等
にかかる情報を入港前に求めることができることと
したところである。

　また、入港届等の提出は、ファクシミリにより行
うことが可能である。ただし、この場合、税関の指
定する番号のファクシミリ装置により受信した日か
ら３日以内（期間の末日が、行政機関の休日に当た
るときは、その休日の翌日までとする。）に正本を
税関に提出しなければならないが、税関に対する入
港届等の書類の提出手段は、税関の窓口へ直接提出
する方法やファクシミリによる送信で行う方法以外
にも、ＮＡＣＣＳ（通関情報処理システム）を利用
して電子的に提出することが可能である。

右の提案主体の意見
も踏まえ、再度検討
し回答されたい。

　早期の情報入手が国際的な流れであることに意見を挟む
ものではありませんが、外国貿易船を多数運航する港湾
ユーザーの立場から運航費用削減が横浜港ひいては日本の
港湾の国際競争力確保に繋がると思われるので再度、検討
をお願いします。

D-1 -

　税関における覚せい剤など社会悪物品等の
密輸取締りについては、取締りの実効性を確
保する観点から、可能な限り早期に情報を入
手し、必要かつ的確な取締りを行うことが必
要であり、外国貿易船が開港域内の沖合いに
停泊する状況において、入港届等の提出を
「着岸後２４時間」とすることは、取締り上
重大な支障が生じることとなることをご理解
い願いたい。
　また、入港届等の提出手続については、
ファクシミリ送信のほか、ＮＡＣＣＳ（通関
情報処理システム）を利用して電子的に提出
することも可能ですので、これらの方法によ
れば通船を使用することなく手続を行えるこ
ととなる。

1368 13681070
神奈川
県横浜
市

国際物流
特区

　 関税法第１５条に基づき税関に提出
する書類の提出期限は「入港の時から
２４時間以内」となっているが、「着
岸後２４時間以内」とする。

財務省 0730250

通関の手
続・検査と
他法令の手
続・検査に
ついての迅
速・同時一
体的な業務
処理

関税法第
70条第2
項

　関税法以外の法令の規
定により、輸出入に関し
て、検査又は条件の具備
が必要な場合には、税関
の審査の際に検査の完了
又は条件の具備を証明
し、その確認を受けなけ
ればならない。
　なお、税関の通関手続
と動植物検疫手続につい
ては、迅速化の観点から
既に並行処理が可能と
なっている。

C ―

　輸入手続の迅速化、合理化を図るため、
関係省庁は、既にシングルウィンドウシス
テムの改良に着手している。この成果は、
全国的に波及させることを予定しており、
特区に馴染まない。
　なお、この作業は、IT戦略本部において
決定された「e-Japan重点計画2004」等に基
づき政府として取り組んでいる最適化計画
の一環であり、財務省としても積極的に取
り組んでいる。

1368 13681080
神奈川
県横浜
市

国際物流
特区

 　通関の手続・検査において、動植物
検疫等の他法令の手続・検査と連携し
た実施体制の実現

6/9



０７　財務省（特区）

省庁名
管理
コード

規制の特
例事項名

該当法
令等

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の分
類」の見直
し

「措置の内
容」の見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例提
案事項管理
番号

提案主
体名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

規制の特例事項の内容

財務省 0730260

港湾にかか
わる手続き
の完全電子
化のための
規制改革

関税法第
68条、関
税法施行
令第61条
関税暫定
措置法第
8条の2、
関税暫定
措置法施
行令第52
条

輸出入申告に際しては、申告
書及び仕入書を税関に提出し
なければならない。
　また、仕入書により課税標
準を決定することが困難であ
る場合には、税関は、契約書
その他課税標準の決定のため
必要な書類（運賃明細書、保
険料明細書等）を提出させる
ことができる。
　上記手続の電子化は進展し
ており、輸出入申告は、通関
情報処理システム（ＮＡＣＣ
Ｓ）により電子的に申告等を
行うことが可能となってい
る。また、添付書類である仕
入書は、電子的に作成された
ものは税関手続申請システム
（ＣｕＰＥＳ）により電子的
に提出することが可能となっ
ている。しかし、船荷証券に
ついては民間においても電子
化が進展していないため、現
状、電子的に提出するシステ
ムは構築されていない。ま
た、輸入に関する原産地証明
書についても同様である。

C ―

　船荷証券は民間企業が、原産地証明書は
外国政府等が発行するものであり、税関が
これらの書類の電子化を強制することはで
きない。
　なお、これらの書類の電子化が進展すれ
ば、税関においても輸出入手続の迅速化の
観点から、その活用を積極的に検討するこ
ととなる。

1476 14761010

(社)関西
経済連
合会、
(社)関西
経済同
友会、関
西経営
者協会、
大阪商
工会議
所、京都
商工会
議所、神
戸商工
会議所

大阪湾港
湾の一元
的経営事
業の推進

○港湾にかかわる手続きの完全電子化
のため、電子帳簿法その他の電子デー
タ保存に関する規制を見直し、緩和す
ること。

○輸出入の円滑化を図る観点から、船
荷証券及び原産地証明書などについて
も、例外なく電子化を進めること。

財務省 0730270

地方独立行
政法人が港
湾管理者と
なるための
法的措置

とん税法
第１条、
特別とん
税法第1
条、特別
とん譲与
税法第1
条１およ
び２

外国貿易船の開港への入
港にはとん税及び特別と
ん税を課す

C ー
税制改正要望であり、規制緩和にはあたら
ない

1476 14762010

(社)関西
経済連
合会、
(社)関西
経済同
友会、関
西経営
者協会、
大阪商
工会議
所、京都
商工会
議所、神
戸商工
会議所

大阪湾港
湾の一元
的経営事
業の推進

○大阪湾内の各港湾管理当局を統合改
組し設立する地方独立行政法人が各港
湾を一元的に管理する港湾管理者とな
ることができるよう港湾法、地方独立
行政法人法など所要の法律改正を行
う。

○とん税、特別とん税の課税に関する
所要の調整

財務省 0730280
行政財産の
無償使用

国有財産
法第18条
第4項

行政財産を地方公共団体
等に対し、道路、水道、
下水道の用に使用又は収
益させる場合には、無償
とすることができる

C Ⅰ

　構造改革特別区域基本方針（H16.4.23閣
議決定）において、「従来型の財政措置に
よる支援措置を講じることに期待するので
はなく、「自助と自立の精神」を持って
「知恵と工夫の競争」を行うことにより、
地域の特性に応じた特区構想を立案するこ
とが期待される」とされており、本提案
は、従来型の財政措置に該当するため、検
討要請の対象とはなり得ない。

右の提案主体の意見
も踏まえ、再度検討
し回答されたい。

・ 本提案は、駐車場の整備や使用料金に係る補助金を求めると
いった従来型の財政措置を講じることに期待してのものではな
く、米子空港の活性化を図るため、地方公共団体が空港利用者
の無料駐車場という極めて公共性の高い施設として空港内の行
政財産を使用する場合に、道路、水道、下水道と同様に無償使
用できるよう規制の特例を設けるものである。
・ 構造改革特別区域基本方針（H16.4.23閣議決定）において、
「地域の特性に応じた特区構想を立案すること」とされており、公
共交通機関が充足されていない当地域においては、空港利用者
は自動車に頼らざるを得ない特殊性があり、空港駐車場は公共
交通施設の一部として必要不可欠であるため再度検討をお願い
したい。
・ 国の設置管理する稚内空港等において、行政財産を駐車場と
して無料で使用している例がありますが、この取り扱いについて
可能となる根拠を示していただきたい。また、行政財産が駐車場
として無料で使用できるのであれば、地方公共団体が無料駐車
場としての運営に関する適切な計画を有する場合、地方公共団
体が管理することを条件に無償で使用させることは可能と考えま
すが、できない理由があればお教え願いたい。

C Ⅰ

　「国の財産は、法律に基づく場合を除く
外、適正な対価なくしてこれを貸し付けては
ならない」と財政法に規定されており、使用
許可を行う場合は、使用料（時価）を徴する
ことを基本としている。
　本提案は、この使用料の減額という単なる
財政措置の優遇を求めるものであるため、検
討要請の対象とはなり得ない。
　なお、稚内空港においては、空港利用者の
ための駐車場を国自ら設置しているものと聞
いており、これは所管省庁が行政財産を本来
の用途又は目的に従って利用しているのであ
り、所管省庁以外の者に目的外使用させてい
るものではない。空港施設である駐車場の駐
車料金を無料とするかどうかは、施設設置者
である国土交通省の判断によるものである。

1467 14671010 鳥取県
米子空港
活性化構
想

空港内の行政財産を、地方公共団体が
空港利用者の駐車場として使用する場
合に、無償で使用できることとする。

財務省 0730290

行政財産の
地方公共団
体への優先
的無償使用

国有財産
法第18条
第4項

行政財産を地方公共団体
等に対し、道路、水道、
下水道の用に使用又は収
益させる場合には、無償
とすることができる

C Ⅰ

　構造改革特別区域基本方針（H16.4.23閣
議決定）において、「従来型の財政措置に
よる支援措置を講じることに期待するので
はなく、「自助と自立の精神」を持って
「知恵と工夫の競争」を行うことにより、
地域の特性に応じた特区構想を立案するこ
とが期待される」とされており、本提案
は、従来型の財政措置に該当するため、検
討要請の対象とはなり得ない。

右の提案主体の意見
も踏まえ、再度検討
し回答されたい。

・ 本提案は、駐車場の整備や使用料金に係る補助金を求めると
いった従来型の財政措置を講じることに期待してのものではな
く、米子空港の活性化を図るため、地方公共団体が空港利用者
の無料駐車場という極めて公共性の高い施設として空港内の行
政財産を使用する場合に、道路、水道、下水道と同様に無償使
用できるよう規制の特例を設けるものである。
・ 構造改革特別区域基本方針（H16.4.23閣議決定）において、
「地域の特性に応じた特区構想を立案すること」とされており、公
共交通機関が充足されていない当地域においては、空港利用者
は自動車に頼らざるを得ない特殊性があり、空港駐車場は公共
交通施設の一部として必要不可欠であるため再度検討をお願い
したい。
・ 国の設置管理する稚内空港等において、行政財産を駐車場と
して無料で使用している例がありますが、この取り扱いについて
可能となる根拠を示していただきたい。また、行政財産が駐車場
として無料で使用できるのであれば、地方公共団体が無料駐車
場としての運営に関する適切な計画を有する場合、地方公共団
体が管理することを条件に無償で使用させることは可能と考えま
すが、できない理由があればお教え願いたい。

C Ⅰ

　「国の財産は、法律に基づく場合を除く
外、適正な対価なくしてこれを貸し付けては
ならない」と財政法に規定されており、使用
許可を行う場合は、使用料（時価）を徴する
ことを基本としている。
　本提案は、この使用料の減額という単なる
財政措置の優遇を求めるものであるため、検
討要請の対象とはなり得ない。
　なお、稚内空港においては、空港利用者の
ための駐車場を国自ら設置しているものと聞
いており、これは所管省庁が行政財産を本来
の用途又は目的に従って利用しているのであ
り、所管省庁以外の者に目的外使用させてい
るものではない。空港施設である駐車場の駐
車料金を無料とするかどうかは、施設設置者
である国土交通省の判断によるものである。

1467 14672010 鳥取県
米子空港
活性化構
想

　米子空港利用者の空港アクセス手段としては自家
用車利用が大きなウエイトを占めている中で、米子
空港（美保飛行場）ターミナル地区の駐車場は、民
間の事業者が国有財産の一時使用許可を得、その使
用料を支払い、有料駐車場として運営しているが、
慢性的に駐車場が不足している状況である。
　一方、米子空港の旅客数の８割を超える東京便の
運賃は割高な上、駐車場が有料となると、空港利用
者の利便性が低くなるため、厳しい財政状況の中、
本県は空港利用者の既存有料駐車場の無料化に取り
組んでいるが、県の大きな財政的負担となってい
る。
　国際空港として山陰の空の玄関である当空港利用
者の利便性向上、空港の活性化を図るためには、地
域の実情を把握している県がターミナル地区の未利
用地も含めて駐車場として整備・管理し、恒久的に
無料駐車場にしたいとの意向をもっているが、国が
管理している同地区の行政財産を使用する場合は、
国有財産法第１８条第４項に該当しないため有償と
なり使用料の負担が伴うこととなる。
　そこで、県が空港内の行政財産を駐車場として使
用する場合に、無償で使用できるよう規制の特例を
設け、その上で米子空港内の行政財産の使用許可を
県が優先的に受けることにより、県が無料駐車場と
して整備・管理を行い、当空港の利便性向上、利用
促進を図り、地域の活性化、自立ある発展につなげ
るよう提案するものである。

財務省 0730300

閉庁日にお
ける国の駐
車場用地の
使用の容易
化

国有財産
法第１８
条第３項
国の庁舎
等の使用
又は収益
を許可す
る場合の
取扱の基
準につい
て（昭和
３３年１
月７日蔵
管第１
号）
（注）平
成１６年
６月２２
日通達改
正済

庁舎敷地等の行政財産を
国以外の者が駐車場とし
て一時的に使用する場合
の許可については、上記
法令等の規定により、用
途又は目的を妨げない限
度において、当該財産を
管理する部局の長の判断
により対応できることと
なっている。

Ｄ－
１

庁舎敷地等の行政財産を国以外の者が駐車
場として一時的に使用する場合の許可につ
いては、上記法令等の規定により、用途又
は目的を妨げない限度において、当該財産
を管理する部局の長の判断により対応でき
ることとなっている。

右の提案主体の意見
について、回答され
たい。

法令等の規定により、用途又は目的を妨げない限度において、
当該財産を管理する部局の長の判断により対応できるということ
であるが、部局警察署からの要請がない場合であってもNPO法
人等が国有財産を使用することについては、管理する部局の長
の判断により可能であるとの解釈でよいか確認の意味で伺う。

D-1

庁舎敷地等の行政財産の使用許可は、法令等
の規定により、用途又は目的を妨げない限度
において、管理する部局の長の判断により可
能であるが、具体的な案件については、当該
財産を管理する部局の長と調整されたい。

1191 11911010 福井県

観光バス
官庁駐車
場利用特
区

再開発工事の集中等により大型バス駐
車場の確保が困難な地域において、特
区内に所在する国の庁舎等の一部を、
国の機関の閉庁日に限り大型バスの駐
車場として使用し、中心市街地の観光
振興を促進する活動を行おうとする国
以外の者に対し、当該施設を使用させ
る場合については、当該施設の使用が
中心市街地の観光振興の促進に資する
ものであると当該施設を所管する各省
各庁の長が認めるときは、昭和33年1月
7日付蔵管第１号「国の庁舎等の使用又
は収益を許可する場合の取扱の基準に
ついて」通達１（８）にかかわらず、
国以外の者による国の庁舎等の一部の
使用を許可することができることとす
る。

財務省 0730310
行政財産の
民間貸付

国有財産
法第18条
第1項

行政財産は、原則として
貸付け又は処分等をする
ことができない。
ただし、用途又は目的を
妨げない限度において、
使用又は収益を許可する
ことができる。

C Ⅰ

　提案にあるスポーツ施設が地方公共団体
の行政財産であれば、地方自治法の問題で
あり、また、公園の管理については都市公
園法の問題である。
　なお、提案の対象が国の行政財産であれ
ば、行政目的の遂行に支障を来すおそれが
あることから、貸付けを認めることはでき
ない。
　ただし、国の行政財産は、用途又は目的
を妨げない限度において、その使用又は収
益を許可することが現行制度上可能であ
る。

本提案は、行政財産
の民間貸付に関する
規制緩和を求めるも
のであり、この点を
踏まえ再度検討し、
回答されたい。

C Ⅰ

　行政財産は、広く一般国民に公平に行政
サービスを提供するために用いられる財産で
あり、これを特定の者に貸し付けることは、
行政財産の有する公共性、公益性を損なうお
それもあり、結果的に国民全体に公平に行き
渡るべき行政サービスを低下させることに繋
がるものと考える。
　なお、本提案は、都内にある公園（日比谷
公園、芝公園等）のテニスコート並びに体育
館など地方公共団体の行政財産をフットサル
コートに転換することを具体的内容としてお
り、国の行政財産が本提案の対象となること
は考え難いことから、都市公園法及び地方自
治法の問題として検討されるべきと考える。

1577 15771010

スポーツ
テレビ
ジョン株
式会社

フットサル
特区構想

公園やスポーツ施設などの行政財産の
民間貸付に関する規制緩和、及び商業
活動の規制緩和
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０７　財務省（特区）

省庁名
管理
コード

規制の特
例事項名

該当法
令等

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の分
類」の見直
し

「措置の内
容」の見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例提
案事項管理
番号

提案主
体名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

規制の特例事項の内容

財務省 0730320

大阪国際空
港周辺移転
補償跡地の
活用

国有財産
法第22条

地方公共団体等が普通財
産を公共性のある一定の
用途に供する場合には、
無償貸付けができる。

C Ⅰ

　構造改革特別区域基本方針（H16.4.23閣
議決定）において、「従来型の財政措置に
よる支援措置を講じることに期待するので
はなく、「自助と自立の精神」を持って
「知恵と工夫の競争」を行うことにより、
地域の特性に応じた特区構想を立案するこ
とが期待される」とされており、本提案
は、従来型の財政措置に該当するため、検
討要請の対象とはなり得ない。
　なお、提案の国有地は、空港整備特別会
計所属財産であり、国土交通省において処
理方針が策定されることとなる。

1647 16471020
大阪府
豊中市

お達者あ
んしん高
齢者ディ
サービス
センター構
想

「公共用飛行場周辺における航空機騒
音における障害の防止等に関する法
律」による移転補償跡地のうち、第2･3
種区域外に存する跡地で、指定通所介
護事業所の隣地にある未利用地につい
て、市が無償貸与を受け、これを農園
として活用することにより、施設を利
用する高齢者の予防介護事業につなが
るよう、指定通所介護事業所にその管
理を委託する。

財務省 0730330

　未利用国
有地の売り
払いの原則
（一般競争
入札）の特
例措置

会計法第
２９条以
降の規定
予算決算
及び会計
令第９９
条
通達蔵理
第３６０
３号（平
成３年９
月３０
日）「一
般競争入
札の取扱
いについ
て」

一般競争入札を原則とし
つつ一定の場合には随意
契約等による処分が可能

D-1 －

１．会計法は一般競争入札を原則としつつ、契約の
性質が競争を許さない場合、公共用、公用又は公益
事業の用に供する場合等に随意契約できることとす
るなど、各種の契約の方法を定めており、例えば、
一定の場合、価格のみでなく、価格その他の条件が
国にとって最も有利なものをもって申込みをした者
を落札者とすることも現行制度で可能である。
２．なお、国民共通の財産の処分に際しては、公正
透明な手続きのもと国及び国民にとって最も有利な
処分を行うことが必要である。財産の処分を競争に
付さずに特定の民間事業者に対して行えば、競争に
より国が得られたであろう利益を一種の財政援助と
して当該事業者に与えることとなり得ることに留意
する必要がある。
３．また、御指摘の「事業コンペ」については、ど
のような主体が行う事業について、どのような選定
方法を行おうとするものか明らかではないが、契約
の相手方の決定にあたっては、その手続の公正性、
透明性について広く国民の理解を得られるものであ
るかについて十分留意する必要がある。

1523 15232010
大阪府
八尾市

未利用国
有地を活
用した災
害に強い
まちづくり

　八尾空港西側跡地を地域のまちづく
りに活かすとともに、国有地を効率的
に処分するためには、一般競争入札だ
けではなく、事業コンペなど多様な手
法による方法を採用できる特例を会計
法はもとより、関係法令通達等に盛り
込んでいただきたい。

財務省 0730340
国有財産処
分方法の見
直し

会計法第29
条の3
予算決算及
び会計令第
99条、第
102条の4
「財務省所
管一般会計
所属普通財
産の管理及
び処分を行
う場合にお
いて指名競
争に付し又
は随意契約
によること
についての
財務大臣と
の包括協議
について」
通達（平成
13年10月29
日財理第
3660号）

国が契約を締結する場合
においては、一般競争入
札によることを原則とし
ているが、政令で定める
「公共用、公用又は公益
事業の用に供するため必
要な物件を直接に公共団
体又は事業者に売り払
い、貸し付け又は信託す
るとき。」等について
は、随意契約ができるこ
ととされている。

D-1
（現
行の
制度
によ
り対
応可
能）

　「民間資金による整備開発」が「公共
用、公用又は公益事業の用に供するため」
等であれば、現行法令上、可能。ただし、
事務・事業の内容如何によっては、各省各
庁の長から財務大臣への協議が必要。
　「提案方式による入札方式」が複数の事
業者に提案を行わせ、国がそれぞれの事業
者と交渉を行うことを指すのであれば、現
行法令上、可能。ただし、提案方式の内容
等について、各省各庁の長から財務大臣へ
の協議が必要。

右の提案主体の意見
について回答された
い。

  まちなかに位置する大中規模の国有地を処分する場合、特に周辺の都市
形成に与える影響が大きい。周辺地域に与える経済効果や治安への影響を
考えると、国有施設跡地が速やかに利用されることが望ましい。しかしなが
ら、地方都市ではいまだ経済状況の低迷が続き企業の土地所有意識が低
下している。民間経済の強い東京や関西等の大都市圏に比べ、地方都市で
は大中規模の土地の民間処分は容易ではなく、跡地利用が遅れ、周辺地域
に悪影響が出ることが懸念される。地方公共団体の財政状況も依然として
厳しい状況が続いている。地方都市では、地方公共団体と民間事業者が協
調することと、民間処分方法の選択肢を広げ、民間資金の導入を促す対策
が取られることが重要と考える。
  そこで、地方公共団体が国有施設跡地の利用に対し、「民間事業者による
分譲住宅地開発や商業施設開発をまちづくりの軸とした地域開発計画を策
定するなどの場合で、地方公共団体が一定条件に照らして事業案等を審査
したうえで特定の民間事業者を推薦するもの」は、財務省理財局長通知「財
務省所管一般会計所属普通財産の管理及び処分を行う場合において指名
競争に付し又は随意契約によることについての財務大臣との包括協議につ
いて」に準じて、包括協議が整ったこととみなすこととする。
  これにより、周辺地域と調和の取れたまちづくりを実現しつつ、民間資金導
入の促進、国有地処分のスピードアップが期待できる。

C

　普通財産を随意契約により処分する場合に
は、各省各庁の長は、あらかじめ財務大臣に
協議しなければならないこととされている
が、事務・事業の内容が「公共用、公用又は
公益事業の用に供するため」等のうち、財務
大臣との包括協議が整えられているものにつ
いては「財務省所管一般会計所属普通財産の
管理及び処分を行う場合において指名競争に
付し、又は随意契約によることについての財
務大臣との包括協議について」（平成13年10
月29日財理第3660号通達）により、規定して
いるところ。
　したがって、「民間事業者による分譲住宅
地開発や商業施設開発をまちづくりの軸とし
た地域開発計画を策定するなどの場合で、地
方公共団体が一定条件に照らして事業案等を
審査したうえで特定の民間事業者を推薦する
もの」については、事業の詳細が明確でな
く、包括協議が整ったものとみなすことはで
きない。

前回意見で申し上げたとおり、国有施設跡地の活用に関して民
間事業者が行う開発事業案を「地方公共団体が一定条件に照ら
して事業案等を審査したうえで特定の民間事業者を推薦」した
ものが、財務省理財局長通達「財務省所管一般会計所属普通財
産の管理及び処分を行う場合において指名競争に付し又は随意
契約によることについての財務大臣との包括協議について」に
準じて、包括協議が整ったとみなし、指名競争や随意契約を可
能とすることは、民間資金による国有施設跡地活用のスピード
アップ等の点において、メリットがあると考える。事業の熟度
が増した時点で、より具体的にご提案申し上げたい。

1538 15382010
福岡県
北九州
市

国有財産
の民間事
業者への
払下げ緩
和

  実情に応じ民間事業者への随意契
約、提案方式による入札方法等を導入
し、民間資金による整備開発を推進す
る。

財務省 0730350

国有財産処
分に対する
地方自治体
の提案制度
の導入

国有財産
法第９条
の２、第
９条の３
（国有財
産審議
会）
普通財産
取扱規則
第７条
（国有財
産地方審
議会）

財務局長等が必要と認め
る場合は、国有財産地方
審議会に付議の上、処分
方針を決定しているとこ
ろである。

D-1
（現
行の
制度
によ
り対
応可
能）

　国有財産地方審議会付議事案等について
は、地元自治体に対し利用要望の確認を
行っているところ。また、必要に応じ、国
有財産地方審議会の場で地元自治体の意見
を聴取している。

右の提案主体の意見
について回答された
い。

  国有財産地方審議会付議案件等について、これまで以上に、
地方公共団体と緊密な連携をお取りいただくよう、お願いいたし
たい。

D-1

国有財産地方審議会付議事案等については、
地元自治体に対し利用要望の確認を行ってお
り、必要に応じ、国有財産地方審議会の場で
地元自治体の意見を聴取している。

提案主体は、今まで
以上の連携を望んで
おり、この点を踏ま
え再度検討し回答さ
れたい。

国有財産地方審議会付議案件等について、地方公共団体と緊密
な連携をお取りいただき、地元意見へのご配慮をお願いいたし
たい。

D-1

　国有財産地方審議会付議事案等について
は、地元自治体に対し利用要望の確認を行っ
ており、必要に応じ、国有財産地方審議会の
場で地元自治体の意見を聴取しているとこ
ろ。今後とも、地元意見等を踏まえつつ、適
正な国有財産の管理処分に努めてまいりた
い。

1538 15382030
福岡県
北九州
市

国有財産
の民間事
業者への
払下げ緩
和

  一定規模以上の国有財産を処分する
場合、周辺の都市形成への影響が大き
い。地域のまちづくり計画に配慮する
ため、国は地方公共団体から跡地開発
への提案を受け付け、提案を尊重して
処分方針や処分先等を決定する。

財務省 0730360

国有地に対
する事業用
借地権の導
入

予算決算
及び会計
令第９９
条（随意
契約によ
ることが
できる場
合)
普通財産
取扱規則
第３０条
第５項
（貸付
け）

未利用国有地について
は、現下の厳しい財政状
況に鑑み、早期に処分し
て税外収入の確保に寄与
することとしている。

C（特
区と
して
対応
不
可）

未利用国有地については、現下の厳しい財
政状況に鑑み、積極的な売却処分により税
外収入の確保を図ることとしており、事業
用定期借地権の設定等については、原則と
して行わないこととしていることをご理解
願いたい。

税外収入の確保を図
る上でも、売却処分
が不調に終わった未
利用国有地だけでも
事業用定期借地権の
設定を可能にできな
いか再度検討し、回
答されたい。併せて
右の提案主体の意見
も踏まえ、再度検討
し回答されたい。

  まちなかに位置する大中規模の国有地を処分する場合、特に
周辺の都市形成に与える影響が大きい。周辺地域に与える経済
効果や治安への影響を考えると、国有施設跡地が速やかに利用
されることが望ましい。しかしながら、地方都市ではいまだ経済状
況の低迷が続き企業の土地所有意識が弱まっている状況で、国
公有地の処分は思うように進まず、未利用状態を余儀なくされる
ことがあり、本市としても市有地等の処分に苦慮しているところで
ある。
  このような状況下において、国有施設跡地の早期活用を実現す
るため、地方公共団体からの強い要望がある場合など、特に理
由がある場合には、分譲住宅地開発や商業施設開発など民間
事業者による収益事業も含め、事業用借地権を利用した新規貸
付を認めていただきたい。
  これにより、国においては適正な借地料の設定により一定の税
外収入を確保し、地方においては周辺地域と調和の取れたまち
づくりを実現しつつ、民間資金導入の促進が期待できる。

C

未利用国有地については、現下の厳しい財政
状況に鑑み、積極的な売却処分により税外収
入の確保を図ることとしており、事業用定期
借地権の設定等については、早期売却の障害
となるため、原則として行わないこととして
いる。なお、売却が不調に終わったものにつ
いても、再入札に付すこと等により､一定の成
果を収めている。

前回意見で申し上げたとおり、国有施設跡地に対し民間事業者
による収益事業も対象に含めた事業用借地権の導入は、国有施
設跡地の早期活用を図る点においてはメリットがあると考え
る。事業の熟度が増した時点で、より具体的にご提案申し上げ
たい。

1538 15382020
福岡県
北九州
市

国有財産
の民間事
業者への
払下げ緩
和

  企業の土地所有意識の変化に対応
し、事業用借地権の設定を可能にす
る。

財務省 0730370

二線引畦畔
の時効確認
のための事
務処理の効
率化

取得時効
事務取扱
要領（平
成13年財
理第1268
号）

　時効取得が援用された
国有畦畔が地籍調査の実
施されている地域内に所
在する場合においては、
特例処理として地籍図原
図及び地籍簿案の写しを
活用の上、本来添付すべ
き書類の提出を省略し、
事務の簡素化を図ってい
る。

Ｅ

　掛川市における時効処理においては、公
図と現況が大きく異なる等申請物件が国有
畦畔であるか否かを判定することが困難で
あったことから、国有畦畔が存することを
確認するために、本来添付を省略すること
のできる公図等の提出を求めたものであ
り、本件の特殊事情を勘案すれば事情やむ
を得ないものと考える。

1568 15681070 掛川市

公共事業
連携地籍
整備推進
構想

地籍調査事業における時効確認事務に
ついては、審査を簡素化し、申請から
確認までの期間を通達どおり２週間以
内としていただきたい。
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０７　財務省（特区）

省庁名
管理
コード

規制の特
例事項名

該当法
令等

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の分
類」の見直
し

「措置の内
容」の見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例提
案事項管理
番号

提案主
体名

構想(プロ
ジェクト)の
名称

規制の特例事項の内容

財務省 0730380

学校を設置
するＮＰＯ
法人に対す
る国有財産
の減額貸付
要件の緩和

国有財産
特別措置
法第３条

地方公共団体等が普通財
産を公共性のある一定の
用途に供する場合には、
時価からその５割以内を
減額した対価で譲渡又は
貸付けができる。

C Ⅰ

　本提案は、第４次提案でお答えしたとお
り、特区において学校を設置するNPO法人に
新たな財政上の優遇措置を講ずるものであ
り、従来型の財政措置に該当するため、前
回の提案と同様の内容である限り、検討要
請の対象とはなり得ない。
　なお、いわゆるイコールフッティングの
問題については、文部科学省において、検
討すべき問題であると考える。

文部科学省におい
て、既存の私立学校
と同等に扱うとした
場合、貴省において
も必要な措置を講ず
ると解してよいか。

C Ⅰ
　文部科学省におけるＮＰＯ学校に対して講
ずる措置の具体的内容を踏まえ、検討すべき
問題と考える。

1309 13092020

ＮＰＯバ
イリンガ
ルろう教
育セン
ター龍の
子学園
（特定非
営利活
動法人
バイリン
ガル・バ
イカル
チュラル
ろう教育
セン
ター）

バイリンガ
ルろう教育
実践研究
プロジェク
ト

第２次提案において、「一定の実績の
ある不登校児童生徒等」のNPO法人によ
る学校設立の可能性が開かれたとこ
ろ、これらの法人が校地・校舎として
利用するにために、国有財産を譲与・
貸与する際の要件を緩和し、貸与等が
できる対象に特区法４条８項の認定を
受けた自治体
の特区内に設置される特区法１３条に
規定する学校設置非営利法人を追加す
る。
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